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ー
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
権
受
容
に
関
す
る
一
考
察
1

松

本

涼

【
要
約
】
　
九
三
〇
年
頃
の
法
と
集
会
制
度
の
成
立
か
ら
、
＝
～
六
二
／
六
四
年
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
に
対
す
る
臣
従
誓
約
に
至
る
ま
で
の
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
は
、

近
代
以
降
「
自
由
国
」
と
呼
ば
れ
、
王
権
を
戴
か
な
い
社
会
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
「
自
由
国
」
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
権
受
容
と
の
関
係
を

再
考
す
る
試
み
と
し
て
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
固
有
の
散
文
物
語
「
サ
ガ
」
を
主
要
史
料
と
し
、
一
三
世
紀
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
に
お
け
る
平
和
と
権
力
の
在
り
方

を
解
析
し
た
。
従
来
、
＝
二
世
紀
前
半
は
、
有
力
者
間
の
権
力
闘
争
の
激
化
に
よ
り
、
王
な
き
「
自
由
国
」
を
支
え
て
い
た
血
讐
（
報
復
義
務
）
を
基
盤

と
す
る
平
和
維
持
シ
ス
テ
ム
に
破
綻
を
来
す
時
期
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
と
の
関
係
も
視
野
に
入
れ
る
と
、
支
配
層
に
対
し
一

定
の
発
言
力
を
保
ち
続
け
て
い
た
農
民
集
団
が
、
新
た
な
「
平
和
維
持
者
」
と
し
て
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
を
選
択
し
た
可
能
性
も
窺
え
る
。
ま
た
、
王
権
受
容

後
に
関
し
て
は
、
王
に
よ
る
法
制
度
の
改
編
の
み
に
考
察
が
偏
っ
て
き
た
が
、
同
時
期
を
描
く
サ
ガ
に
着
目
す
る
と
、
血
讐
の
存
続
も
確
認
さ
れ
る
一
方
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
の
裁
判
権
が
直
接
対
面
す
る
こ
と
の
な
い
農
民
層
に
も
徐
々
に
拡
大
し
て
ゆ
く
様
子
が
み
て
と
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
三
世
紀
ア
イ
ス
ラ

ン
ド
は
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
権
を
も
構
成
要
素
の
ひ
と
つ
と
す
る
平
和
維
持
シ
ス
テ
ム
の
緩
や
か
な
変
容
過
程
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
　
巻
四
号
　
篇
○
○
八
年
七
月

は
　
じ
　
め
　
に

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
は
絶
海
の
孤
島
で
あ
る
。
北
極
圏
周
辺
に
位
置
し
、
現
在
で
も
人
口
三
〇
万
に
過
ぎ
な
い
こ
の
島
が
一
九
世
紀
以
来
多
く
の
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①

関
心
を
引
い
て
き
た
の
は
、
サ
ガ
を
は
じ
め
と
す
る
中
世
の
文
化
遺
産
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
サ
ガ
と
は
、
　
ニ
ー
一
四
世
紀
の
ア
イ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ラ
ン
ド
で
執
筆
さ
れ
た
、
古
北
欧
語
に
よ
る
散
文
物
語
の
総
称
で
あ
る
。
そ
こ
に
描
き
出
さ
れ
る
社
会
像
に
よ
れ
ば
、
＝
二
世
紀
半
ば
に
至
る

ま
で
の
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
に
は
、
王
が
い
な
か
っ
た
。

　
無
人
島
で
あ
っ
た
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
へ
の
植
民
が
開
始
さ
れ
た
の
は
、
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
時
代
（
八
慢
紀
末
一
＝
世
紀
半
ば
）
の
さ
な
か
、
八
七

〇
年
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
約
六
〇
年
に
わ
た
り
、
主
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
豪
族
層
が
移
り
住
ん
だ
が
、
一
〇
世
紀
初
頭
に
は
大
規
模
な
植

民
活
動
は
終
了
す
る
。
可
耕
地
が
少
な
く
気
候
も
峻
厳
な
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
は
耕
作
に
適
さ
ず
、
牧
畜
が
生
産
活
動
の
中
心
と
な
っ
た
。
や
が
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

九
三
〇
年
頃
、
各
農
場
の
主
で
あ
る
「
農
民
」
た
ち
は
、
住
民
間
の
問
題
解
決
と
関
係
調
整
の
た
め
に
、
全
島
に
共
通
の
法
と
集
会
体
系
を
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

成
す
る
。
こ
う
し
て
、
有
力
農
民
層
の
主
導
す
る
集
会
を
唯
～
の
政
治
的
中
心
と
す
る
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
社
会
が
成
立
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
　
三
世
紀
に
な
る
と
少
数
の
有
力
豪
族
間
で
抗
争
が
激
化
し
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
は
内
乱
状
態
に
陥
る
。
そ
の
結
果
、
一
二
六
二

年
か
ら
一
二
六
四
年
に
か
け
て
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
住
民
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
に
貢
税
と
臣
従
を
誓
約
し
、
そ
の
支
配
下
に
入
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
一
四
世
紀
末
の
カ
ル
マ
ル
連
合
を
経
て
宗
主
は
デ
ン
マ
ー
ク
王
に
代
わ
る
も
の
の
、
一
九
四
四
年
の
完
全
独
立
に
至
る
ま
で
、
ア
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ス
ラ
ン
ド
は
海
外
の
王
権
の
下
に
と
ど
ま
り
続
け
る
。
ま
た
、
申
世
期
を
通
し
人
口
四
一
五
万
程
度
の
規
模
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
イ
ス
ラ
ン

ド
は
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
中
で
も
類
稀
な
る
文
献
、
特
に
サ
ガ
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
「
史
料
」
を
残
し
た
。
し
か
し
そ
の
サ
ガ
の
執
筆
活

動
も
質
・
量
と
も
に
＝
二
世
紀
を
ピ
ー
ク
と
し
、
一
四
世
紀
以
降
は
下
火
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
傭
鰍
す
る
と
、
中
世
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
社
会
、
あ
る
い
は
サ
ガ
と
い
う
文
化
に
対
す
る
、
　
三
世
紀
と
い
う
時
期
の
重
要

性
が
浮
か
び
上
が
る
。
内
乱
状
態
か
ら
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
へ
の
臣
従
に
至
る
一
連
の
出
来
事
は
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
歴
史
上
何
を
意
味
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
へ
の
移
住
者
は
、
王
国
形
成
途
上
に
あ
っ
た
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
か
ら
発
し
た
人
々
を
中
心
と
し
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
王
権
に
関
し
て
無
知
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
王
な
き
社
会
を
維
持
し
て
き
た
末
に
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、
王

権
、
も
し
く
は
支
配
の
在
り
方
そ
の
も
の
に
対
す
る
何
ら
か
の
共
通
意
志
が
働
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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右
の
よ
う
な
王
権
受
容
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
単
に
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
史
の
枠
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
け
る
支
配
－
被

支
配
関
係
を
考
察
す
る
上
で
も
有
益
な
事
例
と
な
ろ
う
。
さ
ら
に
、
サ
ガ
と
社
会
と
の
か
か
わ
り
方
は
、
執
筆
文
化
の
在
り
方
と
い
う
論
点
に

対
し
て
も
示
唆
的
と
予
測
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
一
九
－
二
〇
世
紀
中
葉
に
か
け
て
は
、
ロ
マ
ン
主
義
と
独
立
問
題
の
影
響
下
に
形
成
さ
れ
た
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」

が
、
王
権
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
の
大
勢
を
占
め
て
い
緬
。
そ
こ
で
は
、
集
会
体
系
の
成
立
か
ら
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
へ
の
臣
従
に
至
る
ま
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
社
会
は
「
自
由
国
」
亙
ひ
α
＜
巴
象
と
呼
ば
れ
、
王
の
支
配
を
拒
絶
し
た
独
立
下
穿
の
自
由
農
民
に
よ
る
「
共
和
国
」
と
し
て
称

　
　
　
⑧

揚
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
臣
従
契
約
以
後
の
王
権
支
配
の
時
代
は
、
暗
黒
時
代
と
し
て
「
自
由
国
」
1
ー
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
黄
金
時
代
に
対
置
さ
れ

　
　
　
　
⑨

た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
歴
史
像
は
一
九
四
四
年
の
独
立
以
降
も
し
ば
ら
く
主
流
で
あ
っ
た
が
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
批
判
の
向
き
が
強
ま
る
。
こ
の
時

期
、
特
に
文
化
人
類
学
・
社
会
史
と
い
っ
た
島
外
の
新
潮
流
か
ら
影
響
を
受
け
、
サ
ガ
に
新
た
な
価
値
が
見
い
出
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
多
か
れ

少
な
か
れ
「
物
語
」
で
あ
り
、
歴
史
史
料
と
し
て
は
敬
遠
さ
れ
て
き
た
サ
ガ
が
、
中
世
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
の
価
値
観
、
慣
習
、
心
性
を
映
し
出

す
「
史
料
」
と
し
て
注
目
さ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
受
け
、
従
来
、
事
件
史
・
法
制
史
を
中
心
に
構
築
さ
れ
て
い
た
社
会
像
も
見
直
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
現
在
で
は
、
理
想
化
さ
れ
た
「
自
由
国
」
像
は
相
対
化
さ
れ
、
階
層
化
し
た
農
民
、
平
和
維
持
機
能
を
担

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

う
復
讐
慣
行
を
特
徴
と
す
る
、
新
た
な
社
会
像
が
定
着
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
動
向
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
多
く
の
研
究
の
関
心
は
「
自
由
国
」
時
代
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
王
権
以
後
の

社
会
に
関
す
る
考
察
は
相
対
的
に
少
な
い
上
、
そ
の
対
象
は
制
度
上
の
改
編
に
と
ど
ま
り
、
制
度
変
化
の
結
果
を
反
映
し
た
社
会
像
を
描
く
ま

で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
「
自
由
国
」
と
い
う
王
な
き
社
会
が
王
権
を
受
容
し
た
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
王
権
へ
の
臣
従
を

終
着
点
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
い
か
に
社
会
が
変
わ
っ
て
ゆ
く
の
か
、
あ
る
い
は
変
わ
ら
な
い
も
の
は
何
か
と
い
う
点
に

こ
そ
、
着
目
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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し
た
が
っ
て
、
王
権
下
の
社
会
変
化
が
筆
者
の
目
下
の
検
討
課
題
と
な
る
が
、
そ
の
第
一
歩
と
し
て
、
本
稿
で
は
一
三
世
紀
全
体
を
通
し
た

王
権
と
平
和
維
持
と
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
る
。
な
ぜ
な
ら
、
第
一
章
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
「
自
由
国
」
時
代
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
を
対
象
と
し

た
紛
争
研
究
の
蓄
積
に
比
し
て
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
権
下
の
司
法
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
か
ら

で
あ
る
。
ま
た
、
大
半
の
サ
ガ
は
紛
争
の
プ
ロ
セ
ス
を
叙
述
の
軸
と
し
て
い
る
。
そ
こ
に
映
し
出
さ
れ
る
中
世
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
の
メ
ン
タ
リ

テ
ィ
を
読
み
解
く
た
め
に
も
、
紛
争
、
と
り
わ
け
復
讐
慣
行
の
理
解
は
必
須
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
を
踏
ま
え
、
以
下
で
は
、
＝
二
世
紀
に
お
け
る
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
平
和
維
持
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
権
と
の
関
係
考
察
か
ら
、
王
権
へ
の
臣

従
を
め
ぐ
る
社
会
変
容
の
～
局
面
を
描
き
出
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
＊
中
世
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
語
固
有
名
詞
の
日
本
語
表
記
に
関
し
て
は
、
原
則
と
し
て
古
　
　
　
　
　
場
世
帯
を
構
え
る
自
由
人
男
性
（
借
地
農
を
含
む
）
と
す
る
。
言
ω
。
。
⑦
い
．

　
　
北
欧
語
再
建
発
音
に
よ
る
。
た
だ
し
、
男
性
名
詞
主
格
語
尾
r
は
表
記
し
な
い
。
　
　
　
　
　
ω
《
o
。
ぎ
♂
ひ
占
象
、
－
℃
置
上
ぢ
℃
ぽ
ω
一
窪
ρ
（
①
e
曽
§
遷
ミ
浄
§
ミ
蓉
ミ
織
、
出
謡
肉
亭

　
　
ノ
ル
ウ
ェ
ー
語
固
有
名
詞
は
現
代
ノ
ル
ウ
ェ
ー
語
の
発
音
に
従
う
。
～
部
慣
用
を
　
　
　
　
　
遷
匙
魯
§
鼻
賭
㊦
ξ
団
。
時
鎧
い
。
巳
o
P
｝
O
り
ら
。
（
以
下
蕊
も
・
α
一
．
な
お
、
中

　
　
優
先
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
北
欧
の
「
農
民
」
像
に
つ
い
て
は
、
熊
野
聰
欄
北
の
農
民
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
ー

　
①
な
お
、
今
世
紀
へ
の
転
換
期
に
至
る
ま
で
の
中
世
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
史
研
究
動
向
　
　
実
力
と
友
情
の
世
界
』
平
凡
社
、
　
九
八
三
年
（
以
下
欄
北
の
農
民
ヴ
ァ
イ
キ
ン

　
　
に
つ
い
て
は
、
小
澤
実
・
中
丸
禎
子
・
成
川
岳
大
・
松
本
涼
「
中
世
ア
イ
ス
ラ
ン
　
　
　
　
　
グ
』
）
、
特
に
三
八
－
四
一
頁
参
照
。

　
　
ド
史
学
の
新
生
開
」
『
北
欧
史
研
究
』
二
四
（
二
〇
〇
七
年
）
、
一
五
一
…
二
＝
一
　
④
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
社
会
形
成
に
関
し
て
は
、
熊
野
聰
『
北
欧
初
期
社
会
の
研

　
　
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
究
』
未
来
社
、
　
九
八
六
年
。
同
開
サ
ガ
か
ら
歴
史
へ
1
社
会
形
成
と
そ
の
物

　
②
サ
ガ
は
小
品
を
含
め
数
百
篇
が
残
存
し
、
　
　
多
岐
に
わ
た
る
内
容
に
　
　
語
』
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
（
以
下
『
サ
ガ
か
ら
歴
史
へ
㎞
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
代
以
降
、

　
よ
り
、
い
く
つ
か
の
ジ
ャ
ン
ル
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、

　
植
民
か
ら
一
一
世
紀
前
半
頃
の
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
農
民
の
社
会
生
活
を
描
写
す
る

　
「
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
の
サ
ガ
（
家
族
サ
ガ
）
」
な
ど
。
サ
ガ
の
史
料
性
を
め
ぐ
っ

　
て
は
文
学
・
歴
史
学
を
問
わ
ず
数
多
く
の
研
究
文
献
が
存
在
す
る
が
、
さ
し
あ
た

　
り
、
ス
テ
ブ
リ
ン
ー
ー
カ
メ
ン
ス
キ
イ
（
菅
原
邦
城
訳
）
『
サ
ガ
の
こ
こ
ろ
1
中

　
世
北
欧
の
世
界
へ
』
平
凡
社
、
一
九
九
〇
年
参
照
。

③
「
農
民
」
σ
9
臼
は
単
な
る
農
業
従
事
者
だ
け
で
は
な
く
、
定
住
者
・
自
由

　
入
・
夫
・
家
長
な
ど
幅
広
い
意
味
を
持
つ
。
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
、
定
住
し
農

⑤
ζ
¢
σ
Q
忌
。
・
ω
什
Φ
融
自
。
。
8
り
、
H
8
冨
巳
．
り
轟
や
ω
藁

⑥
近
代
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
中
世
史
と
の
関
連
に
関
し
て
は
、

　
主
に
以
下
を
参
照
し
た
。
O
ロ
自
費
帳
壁
。
。
し
。
。
P
、
H
。
色
琶
繰
。
累
巴
自
巴
置
ヨ
四
巳

　
些
Φ
H
諺
嘗
豊
8
0
｛
競
演
。
蔓
、
L
⇒
渕
。
ω
銀
魚
竃
ぎ
謀
6
・
8
（
Φ
山
．
y
§
馬
さ
書
駄

　
さ
§
謹
騨
ミ
勲
§
題
§
き
蒜
浮
子
ミ
肉
ミ
嬉
魯
国
活
写
5
α
q
貫
一
⑩
c
。
O
》
竈
・
ミ
鵬
。
。
P

　
冨
ω
器
登
ω
巻
。
r
、
田
的
8
蔓
四
巳
ω
。
α
q
鎚
謬
Φ
国
｛
｛
Φ
。
ε
｛
瓢
巴
8
巴
陣
ω
日
．
L
p

　
9
ω
一
一
℃
巴
ω
の
。
口
（
a
．
￥
寧
。
ミ
蓼
8
惣
匙
§
ピ
。
巳
o
p
一
り
8
”
冒
娼
．
お
－
O
ρ

　
ま
部
閑
巴
気
乾
α
Q
器
8
1
．
O
o
糞
ぎ
巳
蔓
～
↓
訂
H
8
温
き
傷
8
Q
り
鱒
α
Q
器
ぎ
℃
o
ω
7

75　（697）



　
《
①
黛
Φ
＜
臥
↓
ぎ
①
ω
．
▼
ぎ
幻
。
蔓
ζ
o
↓
ξ
搾
（
Φ
8
留
郎
G
。
慧
§
暁
§
ミ
O
ミ
き
携
㍗

　
詩
§
轟
ら
ト
ミ
ミ
ミ
鳶
犠
ミ
Q
ミ
ミ
溝
竃
巴
匹
弓
弩
O
改
。
置
卸
O
巴
8
⇒
曽
卜
。
0
8

　
（
以
下
9
愚
§
貯
已
．
℃
や
①
鼻
－
c
。
ド

⑦
苫
ひ
α
＜
匹
象
（
原
義
「
人
々
の
支
配
、
権
力
」
）
は
近
代
歴
史
研
究
上
の
用
語
で
、

　
史
料
原
語
で
は
な
い
。
通
常
悶
語
Φ
ω
け
p
冨
も
し
く
は
O
o
三
日
。
口
≦
魯
潔
7
と
英
訳

　
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
問
題
は
ひ
と
ま
ず
措
き
、
現
状
に
お

　
け
る
普
及
度
と
利
便
性
か
ら
便
宜
的
に
「
自
由
国
」
の
語
を
使
用
す
る
。

⑧
こ
の
よ
う
な
見
方
に
は
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
植
民
自
体
が
、
新
興
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー

　
王
の
圧
制
を
拒
否
し
た
ノ
ル
ウ
ェ
ー
豪
族
層
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
と
い
う
ア
イ

　
ス
ラ
ン
ド
の
「
建
国
神
話
」
が
根
拠
を
与
え
て
い
る
。
熊
野
聰
「
ア
イ
ス
ラ
ン
ド

　
人
は
土
地
所
有
を
い
か
に
証
明
し
た
か
」
州
サ
ガ
か
ら
歴
史
へ
』
四
三
－
七
八
頁
、

　
特
に
六
九
－
七
〇
頁
参
照
。

⑨
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
一
九
四
〇
年
刊
行
の
エ
イ
ナ
ル
・
オ
ー
ラ
ヴ
ル
・
ス

　
ヴ
ェ
イ
ン
ソ
ン
に
よ
る
「
自
由
国
」
末
期
の
内
乱
期
に
関
す
る
包
括
的
叙
述
に
端

　
的
に
表
さ
れ
る
。
匝
口
異
9
既
霞
ω
く
Φ
ぎ
ω
ω
O
P
勲
ミ
N
§
蛭
q
ミ
壽
費
ミ

　
翻
贈
§
N
ぎ
ミ
§
註
餐
昏
ず
ミ
ミ
§
q
武
幻
①
免
ず
く
｛
〆
一
碧
O
（
§
偽
出
鷺
駄
ミ
馬

　
勲
ミ
§
蔭
、
富
貯
ミ
ら
Ω
ミ
粋
織
h
軌
§
註
§
§
ミ
§
§
9
§
§
H
浄
訂
o
p

　
冨
器
ソ
ま
た
、
圧
倒
的
な
情
報
量
か
ら
、
い
ま
な
お
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
中
世
史
研

　
究
に
不
可
欠
と
さ
れ
る
ヨ
ー
ン
・
ヨ
ー
ハ
ン
ネ
ス
ソ
ン
の
中
世
通
史
に
お
い
て
も
、

　
｝
二
世
紀
頃
を
境
と
し
て
、
「
自
由
国
」
国
制
に
基
づ
く
安
定
し
た
時
代
と
、
そ

　
の
崩
壊
に
よ
る
内
乱
・
独
立
喪
失
を
経
験
す
る
衰
退
期
と
い
う
対
照
的
な
叙
述
が

　
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
口
｝
ひ
訂
慧
。
ω
。
。
o
戸
ミ
§
ミ
ミ
恥
§
口
押
国
石
膠
智
訟
犀
・

　
一
⑩
α
①
・
。
。
（
餌
§
8
遂
駄
§
（
）
ミ
下
馬
ミ
ミ
曹
9
ミ
ミ
§
§
ミ
鳶
《
m
巳
8
ぴ
P

　
一
Φ
鳶
y

⑩
特
に
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
研
究
動
向
に
つ
い
て
は
、
蜜
μ
≦
審
「

　
餓
α
Q
賃
α
ω
8
炉
．
望
。
Φ
”
ぎ
く
巴
茸
Φ
葵
二
繍
ざ
ω
噺
。
尾
口
。
ヨ
匹
Φ
二
。
・
冨
面
立
①
擦
骨
島
寧

　
帥
匡
①
匿
鼠
障
弓
象
①
幕
「
ち
刈
Ω
り
9
N
N
憩
ご
§
ミ
鴨
§
§
紺
蕊
（
b
。
O
O
9
闇
悪
．
δ
孚

　
一
剃
G
◎
．
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第
一
章
　
研
究
状
況
と
課
題

本
章
で
は
、
本
稿
の
試
み
の
位
置
を
明
確
に
す
る
た
め
、
中
世
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
平
和
維
持
を
め
ぐ
る
研
究
状
況
を
整
理
す
る
。
先
行
研
究

の
焦
点
は
、
「
自
由
国
」
社
会
の
フ
ェ
ー
デ
・
紛
争
研
究
、
な
ら
び
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
権
下
の
法
改
正
と
そ
れ
に
伴
う
制
度
変
化
の
二
つ
に
あ
る
。

（㎜

j
　
「
自
由
国
」
時
代
の
血
讐
モ
デ
ル

「
自
由
国
」
時
代
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
に
は
、
年
一
度
の
全
島
集
会
（
ア
ル
シ
ン
グ
）
を
頂
点
と
す
る
階
層
的
な
集
会
体
系
が
存
在
し
た
が
、
公

的
に
犯
罪
を
裁
き
罰
す
る
執
行
権
力
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
、
住
民
間
の
平
和
は
い
か
に
維
持
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。



一三世紀アイスランドにおける平和維持（松本）

　
「
自
由
国
」
の
秩
序
維
持
…
機
能
に
関
し
て
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
ス
イ
ス
の
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
、
A
・
ホ
イ
ス
ラ
ー
が
先
駆
的
研
究
を
な
し
た
。

ホ
イ
ス
ラ
ー
は
サ
ガ
に
描
か
れ
る
紛
争
に
つ
い
て
網
羅
的
に
統
計
を
取
り
、
「
自
由
国
」
時
代
の
慣
習
法
「
グ
ラ
ー
ガ
ー
ス
」
に
残
さ
れ
る
詳

細
な
裁
判
集
会
関
連
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
サ
ガ
中
の
紛
争
は
、
法
廷
に
お
け
る
判
決
よ
り
も
法
廷
内
外
の
仲
裁
・
和
解
に
よ
っ
て
解
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

さ
れ
る
比
率
が
高
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
し
か
し
そ
の
後
、
二
〇
世
紀
前
半
か
ら
中
葉
に
か
け
て
は
、
サ
ガ
の
大
半
が
歴
史
史
料
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
除
外
さ
れ
、
主
に
法
史
料
に
基

づ
く
国
事
史
研
究
が
歴
史
学
の
中
心
と
な
っ
た
た
め
、
紛
争
・
紛
争
解
決
の
実
態
と
い
う
視
角
は
長
ら
く
等
閑
に
付
さ
れ
て
い
た
。
と
は
い
え
、

文
学
分
野
で
の
サ
ガ
研
究
は
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
内
外
を
問
わ
ず
盛
ん
に
続
け
ら
れ
、
そ
の
成
果
は
一
九
八
○
年
代
に
、
二
人
の
ア
メ
リ
カ
人
研
究

者
J
・
L
・
バ
イ
ヨ
ッ
ク
、
W
・
1
・
ミ
ラ
ー
に
よ
っ
て
歴
史
学
と
も
接
合
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
文
化
人
類
学
的
傾
向
を
持
つ
彼
ら
は
、
特

に
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
ア
メ
リ
カ
で
盛
ん
で
あ
っ
た
紛
争
・
フ
ェ
ー
デ
研
究
の
成
果
を
サ
ガ
分
析
へ
と
応
用
し
、
復
讐
慣
行
に
よ
る
秩
序
維

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

持
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
そ
れ
を
基
盤
と
し
た
社
会
像
を
先
鋭
的
に
提
示
し
た
。

　
彼
ら
の
業
績
は
、
そ
の
先
鋭
さ
ゆ
え
に
批
判
を
受
け
つ
つ
も
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
研
究
者
の
問
で
も
高
く
評
価
さ
れ
、
新
た
な
サ
ガ
解
釈
、

「
自
由
国
」
像
の
形
成
に
大
き
く
寄
与
し
た
。
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
側
で
は
特
に
、
オ
ス
ロ
大
学
の
ヨ
ー
ン
・
ヴ
ィ
ザ
ル
・
シ
グ
ル
ズ
ソ
ン
が
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
動
き
を
牽
引
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
現
在
で
は
中
世
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
理
解
の
た
め
の
復
讐
慣
行
の
重
要
性
は
広
く
認
知
さ
れ

て
お
り
、
親
族
関
係
の
柔
軟
さ
や
居
住
形
態
等
の
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
固
有
の
要
素
を
加
味
し
た
、
一
定
の
フ
ェ
ー
デ
・
モ
デ
ル
が
措
定
さ
れ
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
に
お
け
る
フ
ェ
ー
デ
の
一
類
型
を
「
血
讐
」
と
呼
ぶ
。
血
讐
と
は
、
あ
る
人
物
の
こ
う
む
っ
た
損

害
（
財
産
・
家
畜
の
侵
害
、
傷
害
・
殺
人
・
侮
辱
等
）
に
対
し
、
被
害
者
を
取
り
巻
く
集
団
が
義
務
と
し
て
行
う
報
復
行
為
の
全
体
を
指
す
。
血
讐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
権
利
・
義
務
は
法
に
も
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
怠
っ
た
農
民
は
名
誉
を
失
い
、
社
会
生
活
に
お
い
て
不
利
益
を
こ
う
む
る
。
つ
ま
り
、

法
的
・
社
会
的
に
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
損
害
に
対
す
る
報
復
行
為
は
、
公
権
力
を
欠
い
た
社
会
に
お
い
て
犯
罪
を
抑
止
し
秩
序
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を
維
持
す
る
機
能
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
血
讐
へ
の
参
加
義
務
は
、
第
一
に
は
被
害
者
の
血
縁
男
性
（
父
、
息
子
、
兄
弟
）
に
課
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
人
口
密
度
が
低
く

農
場
の
散
在
す
る
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
で
は
各
農
場
世
帯
に
高
い
自
衛
力
が
要
求
さ
れ
、
各
農
民
は
近
隣
地
域
を
中
心
に
、
婚
姻
、
誓
約
兄
弟
・
養

育
兄
弟
等
の
擬
似
血
縁
、
も
し
く
は
友
誼
等
を
介
し
て
広
汎
な
同
盟
関
係
を
形
成
し
て
い
た
。
全
島
は
九
六
五
年
以
降
、
東
西
南
北
の
行
政
区

（
四
分
区
）
に
区
分
さ
れ
て
い
た
が
、
農
民
の
同
盟
関
係
は
と
き
に
そ
の
境
界
を
越
え
て
広
が
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
恒
常
的
・
固
定
的
な

も
の
で
は
な
く
、
個
別
農
場
を
中
心
と
し
た
緩
や
か
な
結
び
つ
き
で
あ
っ
た
た
め
、
相
争
う
双
方
の
陣
営
に
同
盟
関
係
を
持
つ
場
合
も
珍
し
く

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
際
に
は
、
血
讐
へ
の
参
加
／
不
参
加
の
決
定
に
は
個
々
の
農
民
の
意
思
が
大
幅
に
作
用
し
、
周
囲
の
圧
力
や
そ
れ
に
伴

う
メ
リ
ッ
ト
／
デ
メ
リ
ッ
ト
を
考
慮
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
近
親
者
で
も
血
讐
に
関
与
し
な
い
こ
と
も
あ
り
え
、
特
定
の
血
讐

行
為
に
か
か
わ
る
集
団
は
、
多
分
に
可
変
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
と
は
い
え
、
血
讐
の
遂
行
に
は
、
狭
義
の
復
讐
殺
人
（
実
力
行
使
）
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
代
替
と
な
る
裁
判
・
和
解
と
い
う
手
段
を

取
る
場
合
で
も
、
紛
争
当
事
者
の
実
力
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
第
一
に
、
裁
判
に
訴
え
る
場
合
は
、
被
告
の
召
喚
か
ら
集
会
に
お
け
る
裁
判
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

続
き
の
進
行
、
判
決
の
実
行
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
紛
争
当
事
者
が
主
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
仲
裁
に
よ
る
和
解
は
、
各
集
会
や

私
的
な
会
合
の
場
に
お
い
て
、
周
囲
の
推
薦
と
当
事
者
の
意
向
に
よ
り
、
一
人
も
し
く
は
数
人
の
裁
定
人
が
選
ば
れ
、
双
方
に
賠
償
の
支
払
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

／
追
放
等
の
裁
定
を
下
す
と
い
う
方
法
で
行
わ
れ
る
。
裁
定
人
に
は
通
常
、
＝
疋
の
権
威
・
権
力
を
持
ち
、
紛
争
当
事
者
間
に
中
立
な
立
場
の

者
が
選
ば
れ
る
が
、
困
難
な
訴
訟
ほ
ど
仲
裁
者
も
よ
り
実
力
を
要
す
る
。
つ
ま
り
、
十
分
な
実
力
（
動
員
力
・
法
知
識
・
親
族
・
同
盟
関
係
）
を

持
た
な
い
農
民
が
血
讐
を
果
た
そ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
有
力
な
支
援
者
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
平
和
維
持
シ
ス
テ
ム
の
中

で
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
の
が
、
ゴ
ジ
と
シ
ン
グ
マ
ン
の
関
係
で
あ
る
。

　
ゴ
ジ
σ
q
o
α
一
と
は
、
ひ
と
つ
の
地
域
集
会
に
三
つ
ず
っ
と
定
め
ら
れ
て
い
た
ゴ
ジ
の
地
位
σ
q
。
α
○
＆
を
所
有
す
る
、
地
域
の
指
導
的
有
力
農
民

　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
こ
と
で
あ
る
。
ゴ
ジ
は
地
域
集
会
を
主
催
し
、
裁
判
に
お
い
て
判
事
団
を
指
名
す
る
権
限
を
持
つ
。
そ
し
て
、
ゴ
ジ
以
外
の
集
会
参
加
農
民

78　（700）
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は
す
べ
て
、
特
定
の
ゴ
ジ
に
付
き
従
い
集
会
に
参
加
す
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
シ
ン
グ
マ
ン
冨
⇔
σ
q
ヨ
簿
窪
と
呼
ば
れ
、
ゴ
ジ
は
自

身
の
シ
ン
グ
マ
ン
を
社
会
的
・
経
済
的
に
援
助
・
保
護
す
る
義
務
を
負
い
、
他
方
シ
ン
グ
マ
ン
に
は
ゴ
ジ
を
裁
判
や
紛
争
の
際
に
支
持
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
た
。
法
人
類
学
者
ミ
ラ
ー
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
血
讐
と
は
「
損
害
」
の
等
価
交
換
で
あ
り
贈
与
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
捉
え
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

相
対
的
に
同
等
の
社
会
的
地
位
に
あ
る
者
の
間
に
し
か
成
立
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ゴ
ジ
と
シ
ン
グ
マ
ン
が
争
う
場
合
、
シ
ン
グ

マ
ン
は
ゴ
ジ
に
匹
敵
す
る
有
力
者
の
助
力
を
得
な
け
れ
ば
、
ゴ
ジ
に
対
抗
し
自
身
の
損
害
を
園
復
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況

下
で
、
ゴ
ジ
は
従
士
契
約
を
結
ん
だ
主
君
と
従
士
の
よ
う
に
、
直
接
シ
ン
グ
マ
ン
の
血
讐
の
義
務
を
負
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
親
族
等
と
並
び
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

農
民
が
正
当
に
助
力
を
求
め
う
る
存
在
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
血
讐
と
平
和
を
め
ぐ
る
状
況
は
、
一
三
世
紀
に
は
変
化
を
み
せ
る
。
そ
の
要
因
と
な
っ
た
の
は
ゴ
ジ
ー
シ
ン
グ
マ
ン
関
係
の
変
化

で
あ
っ
た
。
一
一
1
～
二
世
紀
に
か
け
て
、
農
民
層
の
内
部
で
は
徐
々
に
経
済
的
・
社
会
的
格
差
が
拡
大
し
、
少
数
家
系
に
よ
る
ゴ
ジ
の
地
位

の
占
有
が
進
行
す
る
。
そ
の
結
果
、
「
自
由
国
」
末
期
の
内
乱
期
で
あ
る
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
グ
時
代
（
＝
一
二
〇
年
頃
一
一
二
六
二
年
）
に
は
個
々
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ゴ
ジ
が
権
力
を
拡
大
し
、
特
定
の
境
界
を
持
つ
支
配
領
域
を
形
成
す
る
。
そ
し
て
血
讐
は
、
大
規
模
化
し
た
ゴ
ジ
同
士
の
権
力
抗
争
と
い
う
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

た
な
局
面
に
入
る
の
で
あ
る
。

　
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
グ
時
代
の
紛
争
描
写
も
、
報
復
を
軸
と
し
て
展
開
す
る
ケ
ー
ス
が
大
半
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
四
分
区
の

境
界
を
越
え
る
軍
事
遠
征
、
数
百
人
単
位
の
大
規
模
な
武
力
衝
突
、
処
刑
・
体
刑
（
斬
首
、
手
足
等
の
切
断
）
の
実
行
な
ど
、
同
年
報
復
を
原
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
し
、
紛
争
当
事
者
相
互
の
均
衡
維
持
を
重
ん
じ
る
「
自
由
国
」
の
血
讐
モ
デ
ル
か
ら
の
逸
脱
が
目
立
つ
。
そ
の
た
め
、
「
自
由
国
」
時
代
に

関
心
が
限
定
さ
れ
て
い
る
文
化
人
類
学
的
傾
向
を
持
つ
先
行
研
究
に
は
、
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
グ
時
代
の
状
況
を
、
血
讐
を
基
盤
と
し
た
平
和
維
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

シ
ス
テ
ム
の
破
綻
と
し
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
へ
の
臣
従
の
一
因
と
み
な
す
傾
向
が
強
い
。

　
し
か
し
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
内
部
の
状
況
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
と
の
関
係
も
視
野
に
入
れ
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン

グ
時
代
の
紛
争
と
そ
の
解
決
を
め
ぐ
る
状
況
に
は
、
「
血
讐
の
破
綻
」
と
は
異
な
る
解
釈
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
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第
二
童
・
で
論
じ
る
。

（一

o）

@
ノ
ル
ウ
ェ
ー
時
代
の
平
和
維
持
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ア
イ
ス
ラ
ン
ド
史
上
、
一
二
六
〇
年
代
の
前
半
か
ら
一
四
〇
〇
年
頃
ま
で
は
「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
時
代
」
と
画
さ
れ
る
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
時
代
に
つ

い
て
は
、
「
自
由
国
」
時
代
に
比
べ
、
特
に
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
外
の
研
究
者
に
よ
る
考
察
が
極
端
に
少
な
い
。
と
り
わ
け
、
平
和
維
持
と
い
う
点

に
関
し
て
は
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
に
よ
る
法
改
正
と
そ
れ
に
伴
う
制
度
変
化
を
扱
っ
た
法
制
史
分
野
の
成
果
が
殆
ど
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
法
制

史
研
究
の
集
大
成
が
、
一
九
七
四
年
に
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
植
民
一
一
〇
〇
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
刊
行
さ
れ
始
め
た
、
通
史
『
ア
イ
ス
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ン
ド
史
』
シ
リ
ー
ズ
第
三
巻
所
収
の
、
ビ
ョ
ル
ン
・
ソ
ル
ス
テ
イ
ン
ソ
ン
と
シ
グ
ル
ズ
ル
・
リ
ー
ン
ダ
ル
に
よ
る
記
述
で
あ
る
。
「
王
権
下
の

法
改
正
」
と
題
さ
れ
た
そ
の
章
は
、
一
二
六
ニ
ー
一
四
〇
〇
年
頃
を
対
象
と
し
、
政
治
的
事
件
、
法
制
度
の
改
編
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
、
気

候
条
件
に
ま
で
及
ぶ
包
括
的
な
叙
述
を
行
っ
て
い
る
。
＝
二
世
紀
後
半
に
関
し
て
は
現
在
最
も
詳
細
な
概
説
で
あ
り
、
以
下
の
記
述
も
多
く
を

拠
っ
て
い
る
。

　
ノ
ル
ウ
ェ
ー
時
代
に
は
ま
ず
、
一
二
六
二
／
六
四
年
の
臣
従
契
約
が
梅
畑
そ
の
他
の
義
務
を
規
定
し
て
い
る
が
、
包
括
的
な
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
後
も
し
ば
ら
く
は
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
社
会
制
度
に
重
大
な
変
更
は
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
よ
り
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
の
は
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

二
七
〇
年
以
降
、
マ
グ
ヌ
ス
法
改
正
王
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
二
つ
の
成
文
法
『
ヤ
ー
ル
ン
シ
ー
ザ
』
と
㎎
ヨ
ー
ン
ス
ボ
ー
ク
撫
で
あ
る
。
前

者
は
一
二
七
一
年
に
ア
ル
シ
ン
グ
に
提
示
さ
れ
る
が
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
の
反
発
が
強
か
っ
た
と
み
え
、
完
全
承
認
ま
で
は
三
年
を
要
し
た
。

一
方
、
一
二
八
一
年
に
提
示
さ
れ
た
新
法
書
噸
ヨ
ー
ン
ス
ボ
ー
ク
』
は
、
採
択
時
に
は
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
事
の
抵
抗
を
招
く
も
の
の
、
そ
の
後

幾
度
か
の
改
正
を
経
て
、
一
四
世
紀
の
前
半
に
は
以
後
四
〇
〇
年
近
く
効
力
を
持
つ
祖
型
が
整
え
ら
れ
る
。

　
二
つ
の
成
文
法
、
な
ら
び
に
そ
れ
以
前
の
慣
習
法
「
グ
ラ
ー
ガ
ー
ス
」
の
テ
ク
ス
ト
の
相
互
比
較
、
特
に
「
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
的
」
な
要
素
と

「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
的
」
な
そ
れ
と
の
影
響
度
の
差
を
追
求
す
る
こ
と
が
、
＝
二
世
紀
後
半
を
対
象
と
し
た
法
制
史
研
究
の
従
来
の
焦
点
だ
っ
た
と
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い
え
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
成
文
法
の
導
入
に
よ
っ
て
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
が
ど
れ
ほ
ど
「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
化
」
さ
れ
た
か
と
い
う
論
点
と
も
置

き
換
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
ま
ず
、
二
つ
の
成
文
法
の
基
調
に
は
、
一
三
世
紀
後
半
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー
全
土
に
対
し
新
た
に
制
定
さ
れ
た
一
連
の
法
に
共
通
す
る
統
治
理
念

が
あ
る
。
そ
の
核
の
一
つ
が
フ
ェ
ー
デ
・
復
讐
の
禁
止
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
、
紛
争
を
自
力
救
済
で
は
な
く
、
王
の
管
轄
下
の
裁
判
で
処
理
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

せ
よ
う
と
す
る
志
向
で
あ
る
。
『
ヤ
！
ル
ン
シ
！
ザ
』
な
ら
び
に
『
ヨ
ー
ン
ス
ボ
ー
ク
』
も
そ
れ
を
反
映
し
、
原
則
と
し
て
復
讐
の
禁
止
を
標

榜
す
る
。
た
だ
し
、
『
ヤ
ー
ル
ン
シ
ー
ザ
』
へ
の
反
感
を
斜
饗
し
作
成
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
『
ヨ
ー
ン
ス
ボ
ー
ク
』
は
、
よ
り
多
く
の

要
素
を
「
グ
ラ
ー
ガ
ー
ス
」
か
ら
採
用
し
て
い
る
。
な
か
で
も
相
続
法
・
土
地
関
連
法
に
関
し
「
グ
ラ
ー
ガ
ー
ス
」
と
の
共
通
点
が
多
く
、
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

イ
ス
ラ
ン
ド
の
慣
習
が
強
く
維
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
基
本
路
線
は
変
わ
ら
ず
、
特
に
集
会
制
度
・
行
政
組
織
に

つ
い
て
は
、
『
ヤ
ー
ル
ン
シ
ー
ザ
』
と
同
様
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
制
度
に
倣
う
。
こ
れ
ら
二
つ
の
成
文
法
に
よ
っ
て
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
に
は
官
職

が
導
入
さ
れ
、
集
会
も
役
人
の
管
轄
下
に
お
か
れ
た
。
集
会
参
加
者
も
役
人
が
地
域
ご
と
に
指
名
し
、
集
会
参
加
の
基
盤
と
な
っ
て
い
た
ゴ
ジ

…
シ
ン
グ
マ
ン
制
度
は
廃
止
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
自
由
国
」
国
記
は
、
少
な
く
と
も
制
度
上
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
式
の
行
政
制
度
に
取
っ
て
代

　
　
　
　
　
　
　
⑳

わ
ら
れ
た
と
い
え
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
＝
二
世
紀
後
半
の
時
点
で
は
、
法
制
度
・
行
政
組
織
の
整
備
は
進
行
途
上
に
あ
り
、
職
分
・
命
令
体
系
等
も
曖
昧
だ
っ
た

こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
＝
一
一
世
紀
後
半
に
お
け
る
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
有
力
者
層
の
性
質
に
関
し
て
は
、
ヨ
ー
ン
・
ヴ
ィ
ザ
ル

が
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
宮
職
は
基
本
的
に
王
に
よ
り
従
士
に
与
え
ら
れ
る
が
、
一
三
〇
二
年
に
更
薪
さ
れ
た
臣
従
契
約
に
は
、
「
ア
イ

ス
ラ
ン
ド
の
法
務
官
と
地
法
行
政
官
は
、
以
前
に
ゴ
ジ
の
地
位
を
放
棄
し
た
家
系
に
属
す
こ
の
地
の
人
々
で
あ
る
べ
し
」
と
い
う
規
定
が
み
ら

　
⑳

れ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
一
三
世
紀
末
に
向
か
い
、
王
の
役
人
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
「
自
由
国
」
時
代
の
ゴ
ジ
家
系
出
身
者
に
限
定
さ
れ
る
傾
向
に

あ
っ
た
様
子
が
窺
え
る
。
つ
ま
り
、
ゴ
ジ
か
ら
王
の
役
人
へ
と
制
度
上
は
肩
書
き
を
変
え
る
も
の
の
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
支
配
層
の
顔
ぶ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

変
化
は
少
な
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
に
よ
る
成
文
法
の
導
入
に
よ
っ
て
血
讐
は
原
則
禁
止
さ
れ
、
ゴ
ジ
…
シ
ン
グ
マ
ン
制
度
は
廃
止
、

か
つ
て
の
ゴ
ジ
は
王
の
従
士
・
役
人
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
グ
時
代
の
よ
う
な
大
規
模
な
紛
争
は
鎮
ま
り
、
血
讐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
そ
れ
を
基
盤
と
す
る
よ
う
な
平
和
維
持
の
在
り
方
は
衰
退
す
る
と
い
う
見
解
が
、
従
来
は
大
勢
で
あ
っ
た
。
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こ
こ
ま
で
の
概
観
に
よ
っ
て
、
ま
ず
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
歴
史
像
の
相
対
化
に
向
か
っ
た
後
も
、
い
ま
だ
　
二
六
二
／
六
四
年

前
後
で
研
究
上
の
断
絶
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
近
年
の
傾
向
と
し
て
は
確
か
に
、
｝
二
六
二
／
六
四
年
を
絶
対
的
な
境
界
線
と
し
、

王
権
の
影
響
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
か
つ
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
捉
え
る
向
き
は
影
を
潜
め
、
長
期
的
・
緩
や
か
な
変
化
や
王
権
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
側
面
を
想

定
す
る
態
度
も
み
ら
れ
る
。
先
に
ふ
れ
た
ヨ
ー
ン
・
ヴ
ィ
ザ
ル
に
よ
る
～
九
九
五
年
の
英
語
論
文
の
よ
う
に
、
一
二
六
二
／
六
四
年
を
越
え
て

制
度
外
の
社
会
変
化
を
探
る
考
察
も
皆
無
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
試
み
の
最
た
る
も
の
と
し
て
、
P
・
P
・
ボ
ゥ
リ
ョ
ー
ザ
の
近
著
が
挙
げ

　
　
　
　
　
⑮

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
彼
女
は
一
六
世
紀
ま
で
の
長
期
的
視
野
の
中
で
、
臣
従
契
約
文
書
、
サ
ガ
と
い
っ
た
中
心
的
な
史
料
を
写
本
の
作
成
・
伝
承

過
程
に
着
目
し
て
捉
え
な
お
し
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
へ
の
臣
従
と
い
う
事
件
の
解
釈
に
強
く
再
考
を
追
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
は
散
発
的
で
あ
り
、
「
自
由
国
」
と
そ
れ
以
後
の
中
世
社
会
を
連
続
的
に
分
析
す
る
例
は
依
然
少
な
い
。
ア
イ
ス

ラ
ン
ド
史
学
の
流
れ
を
変
え
た
紛
争
・
フ
ェ
ー
デ
観
究
に
し
て
も
、
そ
の
射
程
は
「
自
由
国
」
社
会
で
完
結
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
現
状
で

あ
る
。
そ
し
て
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
地
域
に
お
け
る
紛
争
研
究
で
は
む
し
ろ
中
心
的
と
い
え
る
、
王
権
に
よ
る
上
か
ら
の
成
文
法
・
集
権

的
司
法
制
度
の
導
入
と
、
在
地
の
平
和
維
持
の
慣
習
と
の
相
互
関
係
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
は
、
一
様
に
沈
黙
し
て
い
る
。

　
そ
の
よ
う
な
状
況
は
、
単
に
か
つ
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
影
響
に
と
ど
ま
ら
ず
、
史
料
の
質
・
量
的
な
差
に
起
因
す
る
部
分
が
大
き
い
。

特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
「
同
時
代
サ
ガ
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
同
時
代
サ
ガ
」
と
は
、
サ
ガ
の
執
筆
さ
れ
た
年
代
と
、
そ

こ
に
描
か
れ
る
出
来
事
が
起
こ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
時
期
と
の
間
隔
が
二
〇
一
一
〇
〇
年
程
度
の
サ
ガ
群
を
指
す
。
そ
れ
ら
は
、
数
百
年
を
越

え
る
時
差
を
持
つ
「
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
の
サ
ガ
（
家
族
サ
ガ
）
」
や
「
齋
代
サ
ガ
」
等
の
ジ
ャ
ン
ル
に
対
置
さ
れ
、
一
九
世
紀
以
来
、
相
対
的
に
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表　13世紀「同時代サガ」一覧

描写対象 タイトル 描写対象年代 執筆年代

・「ストゥルルンガ・サガ」（既存のサガの
ﾒ纂物）

u研三等云ジ種ど景石ジ寿羽み畢＝ゾF∫

12世紀前半一1264

黶@　　一　　　一　　　　　　　一　　　　　　　一　　　一　　　　　　　一　　　一

@植民時代

　14世紀初頭に編纂

黶@　　一　　　｝　　　｝　　　｝　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　　

@　　工300頃

r「ソルギルスとハヴリジのサガ」 11ユ7－112王 1240頃／12世紀後半？

1「系譜」 1250－1300頃

拝ストゥルラのサガ」 1148－U83 1200－1225

ぼ序文」 1300頃

1「司祭グズムンドのサガ」◇の前半部 1161－1202

1（◇独立形洞教グズムンドのサガ」） 116ユーユ237 1202一ユ237頃

し「大物グズムンドのサガ」 1186－1200頃 1212頃
1262／64

ﾈ前
1「アイスランド人たちのサガ」 1183－1264 ユ284頃

1「ハウカダルー族のサーット」 植民一1200頃 1300頃

…1「フラヴンとソルヴァルドのサガ」命の後

P半酔
1201－12工7

II（命独立形「フラヴン・スヴェインビャル

Iナルソンのサガ」）
1160－1217 1230－1260

｝「ソールズ・カカリのサガ」 1242－1249 1270－1300頃

1「スヴィーナフェルー族のサガ」 1248－1252 1300頃

1「ソルギルス・スカルジのサガ」 1252－1258 1275一ユ300頃

汗アーロンのサガ」 13世紀前半 1340頃

・「ホーコン・ホーコンソン王のサガ」 1203－1263 1264－1265頃

・f司教アールニのサガ」 1269－1300頃 1304－1320

1262／64－1300頃
・「マグヌス・ホーコンソン王のサガ」（断

ﾐのみ）
1263－1276 1266－1280頃

・「ストゥルラのサーット」（「ストゥルルン

K・サガ」の一部）
ユ262－1284 ユ300頃

（Philip　Plusiano　（ed．），　Medieval　Scandinavia：　An　Enayclopedia，　New　York　＆　London，　pp．20，

259－260，401－402，616・618ならびにRory　McTurk（ed．），　A　Conipanion　to　Old　Norse－lcelandic

Literature　and　Culture，　Malden＆Oxford＆Cariton，2005，　pp，429・433より作成。）

　
し
か
し
私
見
に
よ
れ
ば
、
　
＝
二
世
紀
後

半
を
描
く
三
篇
の
「
同
時
代
サ
ガ
」
の
描

写
か
ら
も
、
王
権
下
に
お
け
る
平
和
維
持

の
様
相
を
析
出
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
従
来
も
、
事
件
史
の
史
料
と
し

て
は
重
要
視
さ
れ
て
き
た
が
、
紛
争
研
究

と
い
う
文
脈
で
分
析
対
象
と
な
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
＝
エ
ハ

一
二
六
四
年
以
降
を
描
く
「
同
時
代
サ

ガ
」
は
、
わ
ず
か
三
篇
し
か
存
在
し
な
い

　
　
　
⑳

（
表
参
照
）
。
そ
の
た
め
、
王
権
以
後
の
社

会
に
つ
い
て
は
、
＝
二
世
紀
後
半
か
ら
増

加
す
る
法
・
証
書
類
が
主
な
史
料
と
な
り
、

結
果
と
し
て
法
制
度
史
へ
の
偏
り
が
み
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

年
ま
で
を
描
写
対
象
と
す
る
「
同
時
代
サ

ガ
」
が
比
較
的
豊
富
に
残
存
す
る
　
方
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

高
い
史
料
的
価
値
を
認
め
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
一
二
世
紀
前
半
か
ら
一
二
六
四
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二
／
六
四
年
以
降
に
つ
い
て
も
「
同
時
代
サ
ガ
」
に
分
析
の
焦
点
を
お
く
こ
と
に
よ
り
、
＝
二
世
紀
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
に
お
け
る
平
和
維
持
の
在

り
方
を
新
た
な
角
度
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
を
目
指
す
。

　
以
上
を
踏
ま
え
、
ま
ず
は
次
章
に
お
い
て
、
王
権
下
の
社
会
状
況
と
の
比
較
の
た
め
、
臣
従
契
約
前
夜
の
＝
二
世
紀
前
半
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
に

お
け
る
平
和
と
権
力
の
在
り
方
を
検
討
す
る
。
続
く
第
三
章
で
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
権
下
の
紛
争
解
決
状
況
に
つ
い
て
実
践
面
を
中
心
に
考
察
す

る
。

①
》
巳
【
Φ
侯
国
Φ
巨
p
b
毯
摯
薯
§
譜
、
ミ
§
§
砧
曼
酔
冨
号
N
齢
6
拝

　
蜀
－
勢
ミ
鋳
奪
§
§
瀞
§
諭
ミ
§
題
§
§
譜
、
勲
ミ
ミ
ミ
糞
轟
し
d
鼠
ぎ
し
り
藁

②
バ
イ
ヨ
ッ
ク
は
建
註
§
富
隷
ミ
ら
童
b
d
①
節
露
①
ざ
硲
。
。
卜
。
〔
『
ア
イ
ス

　
ラ
ン
ド
・
サ
ガ
…
血
讐
の
記
号
論
㎞
、
東
海
大
学
出
版
会
、
～
九
九
七
年
〕
に

　
お
い
て
、
言
謡
学
の
記
号
論
を
応
用
し
た
紅
雲
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
、
サ
ガ

　
の
構
成
に
復
讐
の
プ
ロ
セ
ス
が
中
心
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
そ
の
後
、
復
讐
慣
行
を
軸
と
し
て
サ
ガ
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
り
、
制
度
に
と
ら

　
わ
れ
な
い
柔
軟
な
「
自
由
山
脚
社
会
像
を
提
示
し
た
も
の
が
ミ
ミ
雨
§
N
㍗
§
ミ
・

　
恥
。
ミ
§
吻
§
動
ミ
ミ
ぎ
§
き
し
d
Φ
時
①
♂
ざ
一
Φ
。
。
。
。
（
以
下
さ
ミ
恥
§
N
貯
N
ミ
き

　
〔
咽
サ
ガ
の
社
会
史
－
申
世
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
自
由
国
家
』
東
海
大
学
出
版
会
、

　
一
九
九
～
年
〕
で
あ
る
。
一
方
ミ
ラ
ー
は
、
b
口
N
8
ミ
貸
ミ
磯
貸
民
専
§
§
寒
§
聴

　
窯
§
一
目
鳥
£
§
軋
い
O
§
電
§
智
昏
乱
簿
旦
O
霞
＄
㈹
O
知
ピ
O
巳
O
P
一
り
り
O
に
結

　
温
し
た
一
連
の
考
察
に
よ
っ
て
、
バ
イ
ヨ
ッ
ク
の
フ
ェ
ー
デ
分
析
を
さ
ら
に
発
展

　
さ
せ
、
そ
の
実
行
に
と
も
な
う
さ
ま
ざ
ま
な
法
則
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
目
し
た
。

③
代
表
的
著
作
と
し
て
ま
昌
≦
α
貴
9
σ
q
目
α
ω
8
P
O
。
譜
、
磯
ミ
寒
§
斗
。
ミ
篤

　
ミ
§
ミ
執
書
ミ
鷺
§
詳
H
W
臼
α
q
Φ
p
一
Φ
Φ
卜
。
　
（
以
下
O
。
譜
、
粛
ミ
寒
さ
導
。
ミ
》

　
〔
O
ミ
§
§
ミ
ミ
ざ
§
こ
ミ
曹
富
§
§
q
9
§
§
§
§
§
》
8
①
諺
ρ
6
⑩
り
〕
．

④
血
讐
に
関
す
る
研
究
動
向
、
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、

　
国
㊦
黄
一
9
臨
弾
ω
ω
o
p
、
国
く
帥
α
臼
窪
ひ
窪
Φ
ぎ
巳
、
讐
貯
恥
起
ミ
窯
轟
爵
曹
窃
＆
ミ
鴇

　
奪
ミ
蕊
遷
註
皇
ミ
曼
ミ
到
謁
①
団
五
餌
嫁
ぎ
一
Φ
⑩
♪
箸
．
G
。
c
。
⑩
ム
一
野
な
お
、
邦
語
で

　
は
熊
野
聰
『
北
の
農
民
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
』
　
＝
二
九
…
一
六
二
頁
、
同
『
北
欧
初
期

　
社
会
の
研
究
』
一
八
八
－
二
一
一
頁
、
な
ら
び
に
バ
イ
ヨ
ッ
ク
の
二
冊
の
邦
訳
が

　
有
益
で
あ
る
。

⑤
慣
習
法
「
グ
ラ
ー
ガ
ー
ス
」
に
は
、
例
え
ば
以
下
の
よ
う
に
復
讐
の
権
利
が
規

　
定
さ
れ
て
い
る
。
「
傷
を
負
わ
さ
れ
た
者
に
は
、
彼
自
身
の
傷
に
つ
い
て
、
も
し

　
く
は
彼
が
蒙
っ
た
損
害
に
つ
い
て
提
訴
す
べ
き
ア
ル
シ
ン
グ
の
と
き
ま
で
は
、
自

　
分
自
身
で
復
讐
す
る
権
利
が
あ
る
。
殺
人
に
つ
い
て
復
讐
す
べ
き
人
々
も
ま
た
そ

　
う
で
あ
る
。
彼
を
傷
つ
け
た
者
は
自
分
自
身
に
対
し
て
聖
性
を
失
い
、
ま
た
、
彼

　
に
従
い
戦
闘
の
場
へ
赴
い
た
す
べ
て
の
出
た
ち
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、

　
も
し
望
む
な
ら
ば
、
他
の
者
た
ち
が
彼
〔
復
讐
を
受
け
た
者
〕
の
た
め
に
復
讐
す

　
る
こ
と
も
、
翌
日
の
同
時
刻
ま
で
は
正
当
で
あ
る
。
」
、
ω
陣
語
＆
霞
2
帥
Φ
H

　
警
語
α
い
ρ
。
α
冨
｛
鵠
。
。
ぎ
噛
巳
廿
Φ
ω
ω
巴
冨
お
遊
臼
裂
目
①
「
し
。
障
覧
曾
H
＆
し
・
舘
『
寅

　
翌
日
ω
紳
し
・
鉾
＆
餌
冨
暮
蓼
Φ
H
搾
ロ
ω
⑦
鶯
訂
暮
欲
算
”
○
σ
q
ω
〈
o
ω
犀
郎
冨
冨
蹄

　
ヨ
Φ
嘗
聴
く
｛
σ
q
ω
臨
σ
Q
偉
勘
冨
讐
ρ
．
ω
い
旨
＆
自
｛
①
邸
葺
ひ
冨
臨
価
α
q
自
ぐ
腎
7
0
崖
臼

　
ω
芭
｛
ロ
β
㊤
い
ぎ
毒
ヨ
毒
雪
り
。
α
q
し
・
＜
o
¢
昏
冨
ぎ
ヨ
9
自
ヨ
。
、
一
ぎ
導
興

　
げ
。
謹
ヨ
｛
覧
α
q
寅
巳
く
Φ
露
毒
昌
σ
q
ω
甲
①
巳
ρ
凹
み
偉
3
巴
曇
日
Φ
弓
冨
｛
巳
冨
島
㊦
｛

　
並
磐
田
蕉
巳
①
⇒
α
q
鼠
「
山
弓
母
。
。
匹
田
α
q
目
ω
．
．
（
○
¢
目
碧
図
巴
ω
ω
8
簿
鉢
（
＆
ω
．
y

　
食
餌
玲
曹
妬
§
ミ
恥
誠
ぎ
嘗
き
鴨
§
執
露
渕
①
降
す
盛
物
　
一
り
8
▼
o
劉
一
ω
》

　
箸
b
憲
・
隠
窃
．
）
な
お
、
史
料
引
用
文
中
に
お
い
て
〔
　
〕
は
筆
者
に
よ
る
補
足
を

　
示
す
。
以
下
同
様
で
あ
る
。

84　（706）



一三世紀アイズランドにおける平和維持（松本）

⑥
裁
判
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
。
ア
ル
シ
ン
グ
は
基
本
的
に
上
訴
法
廷
で
あ
る
が
、

　
地
域
法
廷
を
経
ず
直
接
提
訴
す
る
こ
と
も
可
能
。
九
六
五
年
頃
の
制
度
改
革
の
際
、

　
四
分
区
の
設
置
と
同
時
に
訴
訟
は
原
告
・
被
告
双
方
が
と
も
に
所
属
す
る
集
会
の

　
法
廷
で
行
わ
れ
る
よ
う
定
め
ら
れ
た
た
め
、
異
な
る
地
域
集
会
や
四
分
区
に
所
属

　
す
る
住
民
間
の
訴
訟
は
、
必
然
的
に
ア
ル
シ
ン
グ
に
提
訴
さ
れ
た
。
な
お
、
「
自

　
由
国
」
時
代
の
訴
訟
手
続
き
に
つ
い
て
は
阪
西
紀
子
「
斧
を
手
に
し
て
法
廷
へ
”

　
戦
い
か
訴
訟
か
1
中
世
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
紛
争
解
決
手
段
」
『
歴
史
学
研
究
隔

　
七
一
七
（
～
九
八
八
年
）
、
三
五
－
四
山
ハ
頁
に
譜
評
し
い
。

⑦
冷
ω
。
。
Φ
じ
じ
d
巻
。
r
ミ
ミ
妾
出
鷺
紳
馬
貯
鼠
ピ
。
民
8
b
O
9
も
℃
．
お
ω
μ
悼
蒔

⑧
ゴ
ジ
の
地
位
数
の
変
遷
に
つ
い
て
。
九
三
〇
年
頃
、
三
六
設
置
。
九
六
五
年
頃
、

　
四
分
区
の
設
置
に
伴
い
増
設
、
三
九
に
。
た
だ
し
、
一
〇
〇
四
年
頃
の
第
五
法
廷

　
（
ア
ル
シ
ン
グ
に
お
け
る
最
高
法
廷
）
設
置
以
降
、
ア
ル
シ
ン
グ
会
期
中
の
み
臨

　
時
の
ゴ
ジ
が
選
ば
れ
、
四
八
と
な
る
。
ま
口
≦
密
郭
O
も
さ
、
轟
ミ
寒
S
き
。
ミ

　
署
．
甲
ω
．

⑨
「
集
会
参
加
農
民
」
H
一
定
以
上
の
財
産
を
持
つ
農
民
。
例
え
ば
、
世
帯
員
各

　
自
に
雌
牛
一
頭
も
し
く
は
舟
一
艘
、
漁
業
網
一
つ
等
の
最
低
限
の
財
産
を
与
え
う

　
る
資
産
を
持
つ
者
。
b
づ
冤
O
O
r
罫
ミ
馬
籍
N
詩
淵
叢
ミ
ふ
サ
o
Q
沁
．

⑩
≦
濠
び
号
ミ
も
唱
≒
り
高
。
。
①
．

⑪
熊
野
聰
下
北
の
農
民
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
隔
一
六
〇
頁
。

⑫
執
曾
≦
留
「
り
9
譜
・
禽
§
寒
§
斗
。
ミ
署
．
ω
⑩
め
ω
’

⑬
シ
ン
グ
マ
ン
間
の
血
讐
に
つ
い
て
は
、
支
配
領
域
の
形
成
が
来
完
成
な
地
域

　
（
東
区
等
）
に
限
ら
れ
た
現
象
と
な
る
。
支
配
領
域
が
形
成
さ
れ
た
段
階
で
は
、

　
近
隣
地
域
の
農
民
は
す
べ
て
同
じ
ゴ
ジ
の
シ
ン
グ
マ
ン
と
な
り
、
彼
ら
の
争
い
は

　
ゴ
ジ
が
治
め
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
N
い
ミ
も
・
ω
卜
。
．

⑭
≦
ぎ
が
号
ミ
も
．
駆
O
．

⑮
例
え
ば
、
諸
巳
辞
§
轟
も
サ
ω
Φ
・
た
一
〇
§
窪
目
囚
餌
「
回
。
・
ω
。
戸
§
鴨
ミ
笥
。
遷
駄

　
寄
鴨
貯
嵩
鼻
ζ
一
弓
Φ
巷
。
ま
b
O
O
ρ
唱
6
一
■

⑯
迎
α
ヨ
8
韓
Φ
幕
ω
8
卸
9
α
Q
ロ
＆
霞
訂
巳
9
ド
α
α
q
｛
Φ
ω
餓
口
α
q
ぎ
買
§
α
q
。
・
－

　
＜
p
匡
ω
．
り
冒
臼
α
q
¢
＆
岳
ぼ
匿
臨
（
Φ
傷
．
）
り
恥
書
落
§
野
ρ
幻
Φ
凝
す
く
量
一
雪
。
。
り

　
薯
μ
り
山
O
O
。
「

⑰
な
お
、
『
ヤ
ー
ル
ン
シ
ー
ザ
』
『
ヨ
ー
ン
ス
ボ
ー
ク
㎞
両
法
に
つ
い
て
は
、
マ
グ

　
ヌ
ー
ス
・
マ
ー
ル
・
ラ
ウ
ル
ッ
ソ
ン
に
よ
る
『
北
欧
中
世
文
化
史
事
典
』
の
記
述

　
が
目
下
の
と
こ
ろ
最
も
基
礎
的
で
あ
り
、
『
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
史
』
シ
リ
ー
ズ
の
記

　
述
も
多
く
を
そ
れ
に
拠
っ
て
い
る
。
ζ
帥
σ
Q
昌
柵
下
紳
ピ
帥
器
o
P
．
隷
旨
ω
δ
ρ
．
層

　
｝
o
ぎ
O
磐
。
。
耳
巷
簿
群
（
＆
し
。
．
）
》
鋏
ミ
ミ
き
韓
。
善
こ
簿
鴇
隷
§
誉
、
謹
ミ
蓉
§
葺
』
・

　
織
§
、
マ
織
鼠
ミ
ミ
帖
ミ
ミ
名
誉
憶
ミ
ミ
暁
。
誠
馬
ミ
く
び
。
お
　
（
以
下
脚
ド
」
§
ら
　
メ

　
一
⑩
①
b
。
も
。
「
9
？
8
c
。
縞
鳥
‘
、
旨
8
ω
げ
鼻
．
り
湾
葭
メ
6
①
N
o
⊆
。
・
．
①
一
b
。
よ
一
圃
．

⑱
＝
二
世
紀
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
ほ
か
に
も
フ
ェ
ー
ロ
ー
諸
島
、
ヘ

　
ブ
リ
デ
イ
ー
ズ
諸
島
、
シ
ェ
ト
ラ
ン
ド
諸
島
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
等
を
支
配
圏
と

　
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
全
土
と
は
、
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
半

　
島
に
属
す
内
地
に
加
え
、
如
上
の
島
襖
部
を
も
含
む
。

⑲
＝
二
世
紀
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
、
地
域
の
慣
留
を
反
映
し
た
州
法
を
基
盤
と
す
る
地

　
域
豪
族
の
政
治
文
化
を
、
王
権
が
克
服
し
て
ゆ
く
過
程
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

　
伝
承
や
慣
習
を
基
盤
と
し
な
が
ら
も
、
実
際
の
紛
争
・
裁
判
の
場
で
は
何
よ
り
も

　
有
力
者
の
意
思
に
大
幅
に
拠
る
主
観
的
な
ル
ー
ル
で
あ
っ
た
法
が
、
神
に
由
来
す

　
る
客
観
的
・
非
欄
人
的
な
法
へ
と
変
化
を
遂
げ
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
さ
ら

　
に
、
法
の
在
り
方
の
変
化
は
、
有
力
者
の
分
権
的
支
配
か
ら
、
神
に
権
威
の
源
泉

　
を
持
ち
、
諸
聡
慧
の
頂
点
に
立
つ
単
独
の
王
に
よ
る
統
治
へ
の
、
現
実
の
ノ
ル
ウ

　
ェ
i
社
会
の
変
化
と
相
互
に
影
響
し
合
っ
て
い
た
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
法
と
統
治
理

　
念
に
関
し
て
は
、
ω
＜
曾
お
ゆ
餌
α
Q
σ
q
ρ
．
ピ
鋤
≦
雪
恥
甘
ω
け
8
Φ
ヨ
翼
。
≧
提
ぎ
臣
Φ

　
ζ
置
黛
①
〉
σ
q
Φ
。
・
”
》
O
器
Φ
ω
9
匹
《
、
－
ぎ
い
費
ω
b
d
置
u
q
器
a
簿
鉢
（
巴
。
・
．
y
§
ミ
電
ミ

　
憩
ミ
ミ
ミ
量
註
貯
轟
ミ
ミ
ミ
織
§
蹴
肉
母
忌
象
》
O
o
ミ
ミ
§
鼠
吋
題
遷
恥
営
さ
謹
ミ

　
駄
§
謎
さ
ぽ
盛
O
島
①
霧
Φ
b
O
O
一
も
℃
．
お
一
。
。
O
．

⑳
ζ
餌
α
q
9
ω
ζ
貫
．
憲
語
ω
δ
9
漆
薫
メ
8
ヨ
①
刈
．
な
お
、
ω
お
¢
＆
5
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ぽ
巳
四
溜
ド
α
α
q
｛
Φ
ω
叶
ぎ
σ
q
ま
詳
。
・
ま
冨
「
一
ト
。
c
。
一
げ
ぎ
亀
識
こ
謹
聴
黛
選
認
（
一
①
c
。
鱒
）
り

　
や
一
。
。
N
も
参
照
。

⑳
な
お
、
王
の
役
人
（
宮
職
保
持
者
）
の
主
な
も
の
は
次
の
通
り
。
ア
イ
ス
ラ
ン

　
ド
に
お
け
る
最
高
権
威
で
あ
る
総
督
㌶
＆
ω
愚
鼠
（
字
義
通
り
に
は
「
従
士
団

　
長
」
）
は
＝
二
二
〇
年
頃
か
ら
一
人
な
い
し
二
入
、
王
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
。
次

　
に
、
法
務
官
δ
α
Q
ヨ
四
曾
が
一
二
七
七
年
頃
か
ら
二
人
選
ば
れ
、
ア
ル
シ
ン
グ
・

　
地
域
集
会
に
お
け
る
裁
判
進
行
を
管
理
し
た
。
そ
し
て
、
凹
ヤ
ー
ル
ン
シ
ー
ザ
』

　
以
降
、
全
島
は
～
二
の
行
政
区
捻
ω
一
g
。
に
区
分
さ
れ
、
各
区
～
人
の
地
方
行
政
官

　
‘
・
旨
ξ
ヨ
止
血
（
く
巴
匹
ω
日
＆
目
）
が
管
轄
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
地
方
行
政
官
も
王

　
か
ら
直
接
任
命
さ
れ
、
執
行
権
力
全
般
を
担
う
。
役
人
組
織
に
つ
い
て
は
以
下
を

　
参
照
。
b
ヴ
す
口
卿
餓
α
q
葺
α
員
。
娼
．
9
観
じ
署
．
紹
ふ
P
爵
ふ
分
｝
曾
く
盈
窪

　
ω
黄
¢
＆
ω
し
。
o
P
．
↓
冨
H
o
①
賢
き
象
。
》
詠
8
臼
p
畠
織
ε
憎
穿
Φ
閃
毘
。
｛
静
Φ
℃
H
Φ
①

　
ω
鼠
盆
、
り
浄
露
華
蓉
§
嵩
き
袋
ミ
ミ
駄
勢
ミ
壁
範
O
（
ド
O
⑩
α
）
（
以
下
．
日
置
H
o
巴
轡
・

　
象
。
＞
「
δ
8
0
鑓
£
、
）
u
竈
■
δ
①
・
嵐
メ
国
華
僅
国
Φ
一
一
P
（
巴
．
y
§
馬
9
ミ
ぴ
書
蒙
－

　
な
透
駄
寒
熱
ミ
ミ
寝
ト
等
S
ミ
。
ミ
な
N
q
め
P
O
固
ヨ
訂
凱
σ
q
ρ
8
0
0
。
”
唱
．
○
。
o
。
り
　

　
》
×
①
一
囚
壷
口
湧
8
P
、
国
旨
ぴ
艮
心
耳
①
8
ぎ
謬
彰
α
q
ω
｛
丁
零
ぼ
O
O
”
冒
寒
ω
①

　
（
一
〇
Φ
o
Q
）
甲
竈
．
一
一
ω
・
一
欝
．

⑫
b
覧
§
§
誌
§
ミ
§
ミ
ミ
§
、
ミ
§
N
鳶
誉
ミ
守
欝
恥
§
羅
巷
器
旨
接
α
｛
p

　
一
。
。
0
刈
山
⑩
ら
n
さ
◇
（
以
下
b
⇔
’
＜
o
一
．
か
き
沁
㎝
①
（
諺
￥
げ
ジ
①
刈
9
．
｝
8
日
戸
菟
Φ
甑
N
置
同

　
ω
㊥
ぴ
α
Q
ヨ
魯
昌
。
犀
し
。
望
し
。
ご
ヨ
魯
昌
ず
δ
H
四
一
錯
仙
①
謹
臥
冨
騨
餌
毘
什
ω
Φ
舅
魯
｛
o
N
謹

　
訂
冨
α
Q
o
山
o
a
ぎ
巷
唱
σ
q
Φ
津
‘
．
そ
の
要
望
は
概
ね
受
け
入
れ
ら
れ
、
一
四
世
紀
以

　
降
、
法
務
宮
・
地
方
行
政
官
は
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
が
排
他
的
に
務
め
る
よ
う
に
な

　
る
と
い
う
。
一
ひ
ロ
≦
α
欝
．
円
冨
H
o
巴
雪
象
。
＞
請
け
o
o
鑓
。
覧
や
一
①
O
．

⑳
H
ぼ
畠
．
も
℃
．
5
①
山
α
。
。
．

⑳
例
え
ば
、
O
q
旨
貸
§
§
も
．
⑩
P

⑮
℃
騨
a
。
冨
℃
．
切
8
ぎ
。
。
・
p
寄
§
昌
譜
諺
臥
ミ
§
鍵
嵩
讐
ミ
さ
、
霊
夢
さ
ミ
鴨
§
N

　
寒
恥
専
ミ
ト
曼
N
誤
誌
（
日
差
累
。
嵩
審
巴
ロ
≦
o
凱
ρ
＜
．
ミ
ア
い
①
箆
筆
陣
b
d
o
甲

　
8
戸
卜
o
O
O
O
．

⑳
古
北
欧
語
「
サ
ガ
」
ω
ゆ
α
Q
鱒
は
、
「
言
う
」
「
語
る
」
と
い
う
動
詞
。
。
①
σ
Q
す
の
派

　
生
語
で
あ
り
（
英
語
ω
昌
、
独
語
臣
α
q
Φ
昌
と
同
根
）
、
本
来
「
語
ら
れ
た
も
の
」

　
を
意
味
し
た
。
語
ら
れ
る
以
上
、
サ
ガ
全
般
に
関
し
て
、
聴
衆
・
読
者
の
反
応
に

　
よ
る
修
正
は
期
待
で
き
、
近
い
時
期
の
出
来
事
で
あ
る
ほ
ど
そ
の
効
果
は
高
い
と

　
考
え
ら
れ
る
（
o
｛
．
b
ご
《
o
o
犀
℃
§
Q
§
N
浮
鳴
隷
弱
み
も
．
ω
蒔
）
。
近
い
過
去
で
あ
る
が
ゆ

　
え
の
嘘
述
や
沈
黙
も
想
定
さ
れ
る
と
は
い
え
、
事
件
の
あ
ら
ま
し
を
知
る
聴
衆
・

　
読
者
に
よ
る
修
正
も
想
定
可
能
で
あ
り
、
「
同
時
代
サ
ガ
」
を
、
描
写
対
象
と
す

　
る
出
来
事
の
史
料
と
し
て
扱
う
こ
と
は
妥
当
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

⑳
　
こ
の
よ
う
な
史
料
状
況
か
ら
、
サ
ガ
作
成
の
鋤
機
と
王
権
受
容
と
の
関
連
に
つ

　
い
て
は
文
学
研
究
を
中
心
と
し
て
多
大
な
蓄
積
が
あ
る
。
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
「
自

　
自
国
」
へ
の
郷
愁
に
サ
ガ
隆
盛
の
理
由
を
求
め
る
古
典
的
理
解
は
近
年
相
対
化
さ

　
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
依
然
重
視
さ
れ
て
い
る

　
（
。
｛
．
↓
冨
a
9
①
竃
．
》
亀
臼
。
。
o
P
、
同
冨
囚
ぎ
σ
q
o
｛
H
8
一
き
傷
．
》
憩
ミ
§
ミ
課
ム

　
（
一
〇
〇
〇
）
も
唱
b
卜
。
甲
⑩
ω
心
）
。
ま
た
、
サ
ガ
を
生
み
出
し
た
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
の
創

　
造
性
と
「
自
由
国
」
と
に
強
い
連
関
を
想
定
す
る
態
度
は
、
歴
史
研
究
者
に
も

　
多
々
み
ら
れ
る
（
o
h
《
厳
①
封
愚
甑
計
娼
．
禽
）
。
と
は
い
え
、
王
権
と
サ
ガ
と
の

　
関
係
に
つ
い
て
は
、
サ
ガ
の
表
現
分
析
の
み
に
考
察
が
偏
っ
て
き
た
き
ら
い
が
あ

　
り
、
そ
れ
ら
が
作
成
さ
れ
た
時
代
状
況
と
の
、
よ
り
慎
重
な
照
合
が
今
後
求
め
ら

　
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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第
二
章
　
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
グ
時
代
の
平
和
維
持
－
血
綿
の
破
綻
？

（一

j
　
史
料
の
性
格
と
射
程

一…三世紀アイスランドにおける平和維持（松本）

　
具
体
的
考
察
に
入
る
前
に
、
当
該
時
期
の
史
料
状
況
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
。
～
三
世
紀
の
権
力
の
在
り
方
を
考
え
る
際
、
第
一
に
『
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ト
ゥ
ル
ル
ン
ガ
・
サ
ガ
』
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
『
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
ガ
・
サ
ガ
』
は
、
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
グ
時
代
に
お
け
る
ゴ
ジ
た
ち
の
抗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

争
を
綴
っ
た
幾
つ
か
の
独
立
し
た
サ
ガ
を
、
一
四
世
紀
初
頭
に
時
系
列
に
沿
っ
て
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。
個
別
サ
ガ
の
作
者
は
殆
ど
伝
わ
っ

て
い
な
い
が
、
抗
争
の
最
中
、
も
し
く
は
そ
れ
ほ
ど
時
を
隔
て
な
い
う
ち
に
、
ゴ
ジ
家
系
に
近
し
い
有
力
者
（
聖
俗
間
わ
ず
）
が
中
心
と
な
り

作
成
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
『
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
、
ガ
・
サ
ガ
』
に
は
、
一
二
世
紀
前
半
か
ら
王
権
承
認
に
至
る
ま
で
の
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
社

会
状
況
が
、
ゴ
ジ
た
ち
の
栄
枯
盛
衰
を
め
ぐ
る
英
雄
的
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
核
と
し
て
活
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
ゴ
ジ
の
行
動
に
関
与

す
る
限
り
で
は
あ
る
が
、
支
配
を
受
け
る
側
の
農
昆
た
ち
の
行
動
描
写
も
少
な
く
な
い
。
確
か
に
、
サ
ガ
の
作
成
が
、
必
要
な
技
術
や
経
済
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

負
担
か
ら
し
て
ゴ
ジ
層
の
有
力
農
民
、
も
し
く
は
教
会
・
修
道
院
組
織
に
担
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
視
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
サ
ガ
は

彼
ら
の
占
有
物
で
は
な
く
、
農
場
間
で
写
本
が
貸
し
借
り
さ
れ
、
人
々
の
前
で
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
支
配
を
受
け
る
側
の

農
民
た
ち
の
価
値
観
・
行
動
理
念
を
『
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
ガ
・
サ
ガ
画
か
ら
析
出
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
『
ホ
ー
コ
ン
・
ホ
ー
コ
ン
ソ
ン
王
の
サ
ガ
』
（
以
下
『
ホ
ー
コ
ン
王
の
サ
ガ
臨
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
に

貢
税
を
迫
り
、
そ
れ
を
果
た
し
た
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
・
ホ
ー
コ
ン
四
世
ホ
ー
コ
ン
ソ
ン
（
位
＝
コ
七
…
六
三
）
に
つ
い
て
の
伝
記
的
サ
ガ
で
あ
る
。

彼
の
死
後
、
息
子
マ
グ
ヌ
ス
王
の
指
示
に
よ
り
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
ス
ト
ゥ
ル
ラ
・
ソ
ー
ル
ザ
ル
ソ
ン
が
執
筆
し
た
。
～
二
〇
三
年
の
王
の
生

誕
か
ら
一
二
六
三
年
の
死
ま
で
が
語
ら
れ
、
大
部
分
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
内
部
の
出
来
事
の
描
写
に
充
て
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
合
間
に
ノ
ル
ウ

ェ
ー
宮
廷
を
訪
れ
た
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
の
様
子
、
王
の
対
応
な
ど
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
若
干
の
、
～
三
世
紀
在
職
の
司
教
の
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サ
ガ
も
「
同
時
代
サ
ガ
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
が
、
情
報
量
の
点
か
ら
、
主
要
史
料
と
な
る
の
は
上
記
の
二
篇
と
い
え
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
史
料
状
況
か
ら
、
一
三
世
紀
前
半
の
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
史
は
従
来
、
『
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
ガ
・
サ
ガ
』
と
『
ホ
ー
コ
ン
王
の
サ

ガ
』
を
中
心
と
す
る
「
同
時
代
サ
ガ
」
の
記
述
に
大
幅
に
拠
り
、
慣
習
法
「
グ
ラ
ー
ガ
ー
ス
」
、
編
年
誌
に
よ
る
補
足
と
い
う
手
法
で
書
か
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
本
章
の
分
析
対
象
も
同
様
の
史
料
で
は
あ
る
が
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
と
の
関
係
を
含
め
広
く
視
野
を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
グ
時
代
の
血
讐
の
再
解
釈
を
目
指
し
た
い
。
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（
二
）
ゴ
ジ
と
農
民

　
二
二
世
紀
の
ゴ
ジ
の
性
格
変
化
の
要
点
は
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
内
に
お
け
る
領
域
支
配
、
な
ら
び
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
で

あ
る
。
一
二
〇
〇
年
頃
ま
で
に
、
全
島
の
ゴ
ジ
の
地
位
は
五
大
家
系
に
よ
っ
て
概
ね
占
有
さ
れ
、
彼
ら
は
各
自
の
支
配
領
域
を
め
ぐ
り
抗
争
を

　
　
　
④

展
開
す
る
。
そ
れ
に
加
え
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
ホ
ー
コ
ン
も
一
二
四
〇
年
頃
か
ら
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
へ
の
介
入
を
本
格
的
に
開
始
す
る
。
ホ
ー
コ
ン

王
は
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
有
力
者
た
ち
と
積
極
的
に
従
士
契
約
を
結
び
、
支
持
を
与
え
る
か
わ
り
に
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
住
民
に
貢
税
と
臣
従
の
誓

約
を
認
め
さ
せ
る
と
い
う
自
身
の
政
策
へ
の
協
力
を
要
求
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
二
六
二
／
六
四
年
の
臣
従
契
約
に
至
っ
た
経
緯
は
既
述
の
と

お
り
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
ゴ
ジ
の
権
力
が
拡
大
し
、
彼
ら
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
と
の
紐
帯
が
強
固
と
な
っ
た
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
グ
時
代
に
お
い
て
も
、
農
民
集

団
は
ゴ
ジ
の
支
配
に
対
し
て
＝
疋
の
発
言
力
を
有
し
、
利
益
と
不
利
益
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
た
上
で
、
ゴ
ジ
を
受
け
入
れ
「
支
配
」
を
期
待

し
て
い
た
。
『
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
ガ
・
サ
ガ
』
中
に
多
々
見
受
け
ら
れ
る
、
ゴ
ジ
と
農
民
の
多
様
な
相
互
交
渉
の
描
写
が
そ
の
証
左
と
な
る
。
な
か

で
も
、
有
力
者
が
あ
る
地
域
を
新
た
に
支
配
領
域
と
し
て
確
立
す
る
際
、
原
則
と
し
て
地
域
の
農
民
集
会
に
お
け
る
ゴ
ジ
と
し
て
の
承
認
が
必
要

で
あ
っ
た
こ
と
は
特
筆
に
価
し
よ
う
。
一
例
と
し
て
、
以
下
で
は
㎎
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
ガ
・
サ
ガ
』
の
一
篇
「
ソ
ル
ギ
ル
ス
・
ス
カ
ル
ジ
の
サ
ガ
」

の
一
場
面
を
検
討
す
る
。
そ
こ
に
は
、
特
に
血
讐
・
平
和
維
持
と
い
う
側
面
と
の
関
連
か
ら
み
て
重
要
な
点
が
明
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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問
題
の
場
面
は
、
北
区
の
一
地
域
、
ス
カ
ガ
フ
ィ
ヨ
ル
ド
の
一
二
五
五
年
の
農
民
集
会
を
舞
台
と
す
る
。
こ
の
地
域
の
ゴ
ジ
が
少
し
前
に
死

亡
し
た
た
め
、
前
任
ゴ
ジ
の
親
族
で
も
あ
る
ソ
ル
ギ
ル
ス
と
い
う
有
力
者
が
、
地
域
農
罠
た
ち
に
彼
を
新
た
な
ゴ
ジ
と
し
て
承
認
す
る
よ
う
要

求
す
る
。
そ
れ
を
受
け
、
地
域
農
民
の
リ
ー
ダ
ー
格
、
プ
ロ
ッ
デ
ィ
と
い
う
有
力
農
民
は
以
下
の
よ
う
に
発
言
す
る
。

　
　
プ
ロ
ッ
デ
ィ
が
最
初
に
答
え
た
。
も
し
彼
が
い
ず
れ
か
の
首
領
に
仕
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
彼
は
ソ
ル
ギ
ル
ス
を
選
ぶ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

　
　
最
良
な
の
は
誰
に
も
仕
え
な
い
こ
と
だ
。
も
し
も
彼
が
、
平
穏
無
事
に
過
ご
せ
る
と
し
た
ら
。
ス
ト
ゥ
ル
ラ
と
多
く
の
人
々
と
ア
ー
ス
ビ
ョ
ル
ン
と
が
こ

　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
れ
に
賛
同
し
た
。

　
傍
線
部
中
、
「
も
し
も
彼
が
、
平
穏
無
事
に
過
ご
せ
る
と
し
た
ら
」
と
意
訳
し
た
．
①
｛
冨
目
糞
舘
践
ξ
旨
ω
讃
嘆
、
は
、
字
義
通
り
な
ら
ば

「
も
し
も
彼
が
、
自
分
自
身
に
ξ
窺
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
」
と
い
う
意
味
と
な
る
。
ξ
匿
は
「
静
か
な
、
平
穏
な
」
を
意
味
す
る
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

容
詞
だ
が
、
サ
ガ
の
中
で
は
特
に
、
争
い
の
な
い
、
何
も
語
る
べ
き
事
件
が
起
き
て
い
な
い
状
態
を
表
す
際
に
使
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
下
線

部
は
全
体
と
し
て
、
自
分
自
身
で
紛
争
を
治
め
平
穏
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
ば
誰
に
も
仕
え
な
い
方
が
良
い
が
、
実
際
に
は
、
平

和
の
維
持
に
は
首
領
1
ー
ゴ
ジ
が
必
要
で
あ
る
と
解
釈
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
は
農
民
集
団
の
意
思
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
ゴ
ジ
に
対
す
る
認
識
が

示
さ
れ
て
い
る
。

　
話
の
続
き
を
追
う
と
、
農
民
集
団
と
の
交
渉
中
、
折
り
悪
し
く
、
司
教
か
ら
ソ
ル
ギ
ル
ス
一
味
に
対
す
る
破
門
の
宣
告
状
が
届
け
ら
れ
る
。

ま
す
ま
す
農
昆
た
ち
の
態
度
は
硬
化
し
、
結
局
こ
の
集
会
に
お
い
て
は
、
ソ
ル
ギ
ル
ス
は
農
罠
た
ち
の
合
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

し
か
し
ソ
ル
ギ
ル
ス
は
諦
め
ず
、
集
会
が
解
散
さ
れ
た
後
、
以
前
か
ら
親
交
の
あ
っ
た
農
艮
プ
ロ
ッ
デ
ィ
と
個
別
に
交
渉
を
行
う
。
そ
し
て
し

ば
ら
く
後
、
再
び
農
民
た
ち
を
招
集
し
、
二
度
目
の
集
会
に
挑
む
σ
農
民
た
ち
は
前
回
と
同
様
に
、
ソ
ル
ギ
ル
ス
の
要
求
に
難
色
を
示
す
。
と

こ
ろ
が
今
回
は
、
プ
ロ
ッ
デ
ィ
が
ソ
ル
ギ
ル
ス
の
擁
護
に
圓
る
の
で
あ
る
。

　
　
農
民
た
ち
は
多
く
の
難
点
を
挙
げ
た
。
そ
れ
は
、
司
教
の
破
門
、
そ
し
て
彼
が
か
か
わ
っ
て
い
る
争
乱
が
治
ま
ら
な
い
限
り
、
平
和
が
訪
れ
な
い
よ
う
に

　
　
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
プ
ロ
ッ
デ
イ
は
、
農
民
た
ち
は
ソ
ル
ギ
ル
ス
を
受
け
容
れ
る
べ
き
だ
と
提
案
し
た
。
「
思
う
に
」
彼
は
言
っ
た
、
「
彼
は
そ
う
長
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く
な
ら
な
い
う
ち
に
追
い
払
え
る
だ
ろ
う
か
ら
。
」
農
民
た
ち
は
砦
口
つ
た
、
「
ソ
ル
ギ
ル
ス
は
空
手
で
こ
こ
に
来
た
の
だ
か
ら
、
彼
を
受
け
容
れ
る
こ
と
は

　
　
大
き
な
出
費
だ
。
」
プ
ロ
ッ
デ
ィ
は
言
っ
た
、
「
誰
も
す
べ
て
の
こ
と
は
予
測
で
き
な
い
。
彼
ら
は
司
教
と
す
ぐ
に
和
解
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
ス
カ
ガ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
フ
ィ
ヨ
ル
ド
の
人
々
は
、
常
に
出
費
を
負
っ
て
首
領
を
維
持
し
て
き
た
じ
ゃ
な
い
か
。
」

　
こ
の
場
面
か
ら
は
、
農
民
た
ち
が
ゴ
ジ
を
受
け
容
れ
る
こ
と
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
／
デ
メ
リ
ッ
ト
を
勘
案
し
た
上
で
、
そ
の
対
応
を
決
定
し
て

ゆ
く
様
子
が
看
取
で
き
る
。
ソ
ル
ギ
ル
ス
の
場
合
、
司
教
に
よ
る
破
門
宣
告
、
争
い
へ
の
積
極
的
な
関
与
、
そ
し
て
十
分
な
資
産
を
持
た
な
い

た
め
地
域
農
民
の
搾
取
が
予
測
さ
れ
る
こ
と
が
、
具
体
的
な
デ
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
傍
線
部
か
ら
は
、
農
民

た
ち
が
経
済
的
負
担
を
も
覚
悟
の
上
で
、
ゴ
ジ
と
い
う
支
配
者
を
維
持
し
て
い
る
と
い
う
自
意
識
が
窺
え
る
。
結
局
、
交
渉
が
続
い
た
後
、
大

半
の
人
々
は
ソ
ル
ギ
ル
ス
を
ゴ
ジ
と
し
て
承
認
し
、
経
済
的
援
助
も
行
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
か
ら
は
、
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
グ
時
代
の
農
民
た
ち
は
唯
々
諾
々
と
ゴ
ジ
に
従
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
血
讐
を
前
提
と
し
た
地
域
の
平
和

維
持
の
た
め
に
、
ゴ
ジ
と
い
う
権
力
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ
の
こ
と
は
、
『
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
ガ
・
サ
ガ
』
の
他

の
場
面
、
例
え
ば
同
じ
「
ソ
ル
ギ
ル
ス
・
ス
カ
ル
ジ
の
サ
ガ
」
中
で
、
ゴ
ジ
に
戦
闘
力
と
し
て
召
集
さ
れ
た
農
民
た
ち
が
地
域
外
へ
の
遠
征
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

拒
否
す
る
姿
な
ど
か
ら
も
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
な
平
和
維
持
機
能
を
介
し
た
ゴ
ジ
ー
農
民
関
係
に
加
え
、
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
グ
時
代
の
特
徴
と
し

て
注
目
す
べ
き
要
素
が
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
の
立
場
で
あ
る
。
次
に
、
そ
の
点
に
つ
い
て
議
論
を
進
め
る
。

（
三
）
ゴ
ジ
と
王

　
ゴ
ジ
の
殆
ど
が
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
の
従
士
と
な
っ
た
こ
の
時
代
に
は
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
に
よ
る
ゴ
ジ
間
の
紛
争
へ
の
介
入
が
み
ら
れ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
従
士
契
約
の
際
に
遵
守
を
求
め
ら
れ
る
「
従
士
団
法
」
に
は
、
従
士
同
士
の
紛
争
・
フ
ェ
ー
デ
が
従
士
集
会
も
し
く
は
王
自
身
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

て
裁
か
れ
る
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
「
従
士
団
法
」
は
理
念
的
・
象
徴
的
意
味
合
い
が
強
く
、
実
践
に
際
し
て
は
地
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ご
と
の
裁
判
集
会
・
地
方
法
が
重
視
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
＝
二
世
紀
の
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
王
権
の
介
入
の
口
実
と
し
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て
効
果
的
に
機
能
し
た
。
例
え
ば
以
下
の
一
連
の
場
面
で
は
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
内
の
二
大
党
派
間
の
紛
争
が
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
の
宮
廷
を
介
し

て
仲
裁
さ
れ
る
。
引
用
は
双
方
と
も
『
ホ
ー
コ
ン
王
の
サ
ガ
』
か
ら
で
あ
る
。

　
　
今
語
っ
た
の
と
同
じ
冬
〔
一
二
四
二
年
〕
、
ホ
ー
コ
ン
王
は
ベ
ル
ゲ
ン
に
い
た
。
そ
の
と
き
オ
ー
レ
イ
キ
ャ
が
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
か
ら
来
た
。
そ
し
て
ギ
ツ

　
　
ル
・
ソ
ル
ヴ
ァ
ル
ド
ソ
ン
も
ホ
ー
コ
ン
王
の
も
と
に
来
た
。
そ
し
て
同
じ
夏
、
ソ
ー
ル
ズ
・
カ
カ
リ
は
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
へ
渡
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
、
コ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
ペ
イ
ン
・
ア
ル
ノ
！
ル
ソ
ン
と
激
し
く
争
っ
た
。
そ
の
と
き
彼
〔
コ
ル
ペ
イ
ン
〕
は
、
三
冬
を
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ィ
ヨ
ル
ド
で
過
ご
し
て
い
た
。
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そ
の
［
後
の
夏
］
〔
＝
～
四
六
年
〕
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
か
ら
ギ
ツ
ル
と
ソ
ー
ル
ズ
が
訪
れ
、
［
王
の
法
廷
に
お
い
て
］
す
べ
て
の
彼
ら
の
係
争
に
関
し
て
和

　
　
解
し
た
。
そ
の
と
き
ソ
ー
ル
ズ
は
、
ス
カ
ガ
フ
ィ
ヨ
ル
ド
に
お
い
て
、
ブ
ラ
ン
ド
・
コ
ル
ベ
イ
ン
ソ
ン
〔
コ
ル
ペ
イ
ン
・
ア
ル
ノ
ー
ル
ソ
ン
の
親
族
〕
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
そ
の
前
の
冬
申
争
っ
て
い
た
。
そ
し
て
双
方
で
多
く
の
立
派
な
者
た
ち
が
倒
れ
た
。

　
登
場
人
物
の
対
立
構
図
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
オ
ー
レ
イ
キ
ャ
、
ソ
ー
ル
ズ
・
カ
カ
リ

　
　
　
　
　
　
　
×

　
ギ
ツ
ル
、
コ
ル
ペ
イ
ン
、
ブ
ラ
ン
ド

　
最
初
に
登
場
す
る
オ
ー
レ
イ
キ
ャ
は
、
次
に
名
の
挙
が
る
ギ
ツ
ル
に
よ
っ
て
、
政
争
の
末
に
父
親
を
殺
害
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ソ
ー
ル

ズ
・
カ
カ
リ
は
一
二
三
八
年
の
大
規
模
な
武
力
衝
突
の
際
に
、
ギ
ツ
ル
と
コ
ル
ペ
イ
ン
・
ア
ル
ノ
ー
ル
ソ
ン
の
連
合
に
父
と
兄
を
殺
害
さ
れ
て

い
る
た
め
、
帰
島
後
、
両
者
に
対
し
復
讐
を
開
始
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
面
に
お
け
る
紛
争
も
復
讐
の
連
鎖
で
あ
り
、
軽
愚
と
呼
び
う
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

し
か
し
、
ギ
ツ
ル
と
ソ
ー
ル
ズ
は
と
も
に
ホ
ー
コ
ン
王
の
従
士
で
あ
り
、
「
従
士
悪
法
」
の
制
約
に
よ
り
殺
し
合
い
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
、

直
接
対
決
は
回
避
さ
れ
、
王
に
よ
る
召
喚
と
仲
裁
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
こ
の
時
期
、
特
に
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
内
で

権
勢
を
誇
る
ゴ
ジ
同
士
の
紛
争
解
決
の
一
手
段
と
し
て
、
王
の
宮
廷
が
介
在
し
て
い
る
様
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
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さ
ら
に
、
王
の
存
在
感
に
関
し
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
「
ソ
ル
ギ
ル
ス
・
ス
カ
ル
ジ
の
サ
ガ
」
か
ら
例
を
挙
げ
る
。
一
二
五
二
年
に
、

対
立
陣
営
か
ら
の
奇
襲
を
受
け
、
ソ
ル
ギ
ル
ス
が
捕
縛
さ
れ
た
場
面
で
あ
る
。
ソ
ル
ギ
ル
ス
と
敵
方
の
中
心
人
物
（
フ
ラ
ヴ
ン
、
ス
ト
ゥ
ル
ラ
）

と
は
親
族
関
係
に
あ
る
た
め
、
温
情
が
期
待
で
き
る
と
踏
ん
で
、
周
囲
は
ソ
ル
ギ
ル
ス
に
「
自
己
裁
決
」
ω
噺
潮
雲
田
平
（
相
手
に
和
解
条
件
の
決

定
を
全
面
的
に
委
ね
る
和
解
方
法
）
を
申
し
出
る
よ
う
進
言
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
ソ
ル
ギ
ル
ス
は
き
っ
ぱ
り
と
拒
絶
す
る
。

　
　
　
「
こ
れ
だ
け
は
言
え
る
」
ソ
ル
ギ
ル
ス
は
醤
つ
た
、
「
俺
は
絶
対
に
お
前
に
自
己
裁
決
は
や
ら
な
い
そ
、
フ
ラ
ヴ
ン
。
そ
れ
に
ス
ト
ゥ
ル
ラ
、
お
前
に
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
ほ
か
の
誰
に
も
、
ホ
ー
コ
ン
王
が
生
き
て
い
る
限
り
は
。
俺
は
王
の
裁
き
に
こ
の
件
を
委
ね
た
い
。
」

　
こ
の
場
合
、
ソ
ル
ギ
ル
ス
は
王
の
従
士
で
あ
る
が
、
彼
と
敵
対
し
て
い
る
フ
ラ
ヴ
ン
と
ス
ト
ゥ
ル
ラ
は
直
接
王
と
従
士
契
約
を
結
ん
で
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
は
王
の
従
士
ソ
ー
ル
ズ
・
カ
カ
リ
（
こ
の
時
点
で
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
召
喚
さ
れ
て
お
り
不
在
）
の
配
下
と
し
て
支
配
領
域
の

管
理
を
委
託
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
領
域
を
侵
食
し
た
ソ
ル
ギ
ル
ス
と
敵
対
し
、
彼
を
捕
縛
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
か
ら
は
、
王
の
従
士
と

な
っ
た
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
の
中
に
は
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
よ
り
も
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
の
裁
定
を
望
む
者
も
存
在
し
た
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
ソ
ル

ギ
ル
ス
は
㎎
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
ガ
・
サ
ガ
』
に
登
場
す
る
ゴ
ジ
た
ち
の
中
で
は
珍
し
く
「
王
党
派
」
で
あ
り
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
王
に
協
力
的
な
人

物
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
例
外
的
で
は
あ
る
が
、
仲
裁
者
と
し
て
の
王
の
存
在
が
認
識
さ
れ
て
い
た
証
左
に
は
な
ろ
う
。

　
以
上
の
例
か
ら
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
権
は
一
二
六
二
／
六
四
年
の
臣
従
誓
約
以
前
か
ら
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
内
部
、
少
な
く
と
も
直
接
対
面
が
可

能
だ
っ
た
従
士
た
ち
に
対
し
て
、
～
定
の
裁
判
権
を
行
使
し
て
い
た
と
い
え
る
。
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（
四
）
農
　
民
　
と
　
王

　
一
方
、
従
士
層
以
下
の
農
民
た
ち
の
場
合
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
と
の
接
点
は
見
出
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
『
ホ
ー
コ
ン
王

の
サ
ガ
』
の
描
写
が
最
大
の
手
が
か
り
と
な
る
。
『
ホ
ー
コ
ン
王
の
サ
ガ
月
中
に
は
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
内
乱
状
態
を
憂
慮
す
る
王
が
、
平
和

を
も
た
ら
す
こ
と
を
主
張
し
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
従
士
・
ノ
ル
ウ
ェ
ー
人
従
士
・
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
二
人
の
司
教
（
一
；
二
八
年
以
降
は
ノ
ル
ウ
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⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

エ
ー
人
）
を
介
し
て
農
罠
集
会
に
働
き
か
け
る
様
子
が
繰
り
返
し
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
王
が
仲
裁
者
1
1
「
平
和
維
持
者
」
と
し
て

の
イ
メ
ー
ジ
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
た
の
が
従
士
層
に
限
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
す
な
わ
ち
、
農
民
た
ち
は
直
接
王
に
対
面
す

る
こ
と
は
な
く
と
も
、
眼
前
で
争
い
を
繰
り
返
す
ゴ
ジ
た
ち
の
上
位
に
あ
り
、
彼
ら
を
仲
裁
す
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
と
し
て
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー

王
を
認
識
し
て
い
た
と
考
え
う
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
依
拠
し
た
『
ホ
ー
コ
ン
王
の
サ
ガ
』
の
性
格
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
ホ
ー
コ
ン
王
の
死
後
、
彼
の
息
子
マ

グ
ヌ
ス
の
指
示
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
ホ
ー
コ
ン
王
の
治
世
の
実
態
と
い
う
よ
り
は
、
跡
を
襲
っ
た
マ
グ
ヌ
ス
が
先
王
と
そ
の
治
世
を

い
か
に
印
象
付
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
表
現
す
る
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
第
一
章
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
マ
グ
ヌ
ス
王
は
王

の
裁
判
権
強
化
を
軸
と
す
る
新
た
な
統
治
理
念
を
持
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
『
ホ
ー
コ
ン
王
の
サ
ガ
』
中
で
、
ホ
ー
コ
ン
王
の
ア
イ
ス
ラ

ン
ド
に
対
す
る
態
度
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
「
平
手
維
持
者
」
と
し
て
の
王
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
マ
グ
ヌ
ス
王
の
理
念
を

反
映
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
書
き
手
の
ス
ト
ゥ
ル
ラ
・
ソ
ー
ル
ザ
ル
ソ
ン
は
、
自
身
も
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
グ
時
代
の
内
乱
に
主

体
的
に
か
か
わ
っ
て
い
た
有
力
者
で
あ
り
、
『
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
ガ
・
サ
ガ
』
の
一
篇
も
執
筆
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
『
ホ
ー
コ
ン
王
の
サ
ガ
』
は

少
な
く
と
も
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
従
士
も
頻
繁
に
出
入
り
す
る
宮
廷
で
語
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
彼
ら
も
目
撃
し
て

い
た
、
も
し
く
は
伝
え
聞
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
農
民
集
会
の
様
子
が
、
す
べ
て
創
作
で
あ
る
可
能
性
は
低
い
。

　
ま
た
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
へ
の
臣
従
は
、
か
つ
て
は
一
二
六
二
／
六
四
年
の
臣
従
契
約
を
…
機
と
す
る
突
発
的
な
事
件
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
が
、

近
年
で
は
ボ
ゥ
リ
ョ
ー
ザ
の
印
象
的
な
研
究
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
見
方
に
は
批
判
の
向
き
が
強
い
。
彼
女
は
、
サ
ガ
中
の
臣

従
を
め
ぐ
る
描
写
を
詳
細
に
分
析
し
た
結
果
、
王
へ
の
臣
従
契
約
承
認
が
、
少
な
く
と
も
一
二
五
六
年
か
ら
一
二
六
四
年
に
か
け
て
、
各
地
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
農
民
集
会
に
お
い
て
段
階
的
に
進
め
ら
れ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
も
、
農
民
集
会
で
王
の
使
節
と
の
交
渉
が
行
わ
れ
た
こ
と

は
、
事
実
と
み
て
大
過
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
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こ
こ
ま
で
の
議
論
を
整
理
す
る
。
「
自
由
国
」
体
制
下
で
は
農
民
（
シ
ン
グ
マ
ン
）
は
ゴ
ジ
を
通
し
て
の
み
法
益
に
与
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
農
民
に
と
っ
て
の
ゴ
ジ
の
必
要
性
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
地
域
の
紛
争
仲
裁
・
平
和
維
持
は
か
な
り
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め

て
い
た
と
い
え
る
。
農
民
た
ち
は
ゴ
ジ
が
そ
の
義
務
を
果
た
す
と
見
込
め
る
限
り
に
お
い
て
、
ゴ
ジ
の
た
め
の
負
担
を
負
う
こ
と
を
承
認
し
た
。

さ
ら
に
、
ゴ
ジ
が
大
規
模
化
し
性
格
を
変
え
た
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
グ
時
代
に
お
い
て
も
、
農
民
集
団
は
ゴ
ジ
の
支
配
の
在
り
方
を
規
制
す
る
こ
と

を
志
向
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
グ
時
代
に
は
、
ゴ
ジ
層
の
紛
争
の
際
に
王
に
よ
る
仲
裁
・
裁
き
と
い
う
要
素
が
加
わ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
こ

と
は
、
少
な
く
と
も
＝
二
世
紀
前
半
か
ら
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
が
「
平
和
維
持
者
」
と
し
て
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
社
会
に
＝
疋
の
影
響
力
を
行
使
し

て
い
た
こ
と
を
示
す
。

　
さ
ら
に
、
「
平
和
維
持
者
」
と
し
て
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
と
い
う
存
在
は
、
直
接
対
面
す
る
ゴ
ジ
層
の
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、

彼
ら
や
王
の
使
節
を
通
し
て
、
地
域
農
民
た
ち
に
も
伝
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
王
へ
の
臣
従
が
ゴ
ジ
た
ち
の
み
の
決
定
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

農
民
集
会
の
場
に
お
け
る
承
認
を
必
要
と
し
た
こ
と
は
、
農
畏
た
ち
が
、
ゴ
ジ
を
承
認
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
に
対
し
て
も
適
用
し

た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

　
以
上
の
考
察
よ
り
、
「
自
由
国
」
時
代
の
平
和
維
持
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
ゴ
ジ
ー
農
民
（
シ
ン
グ
マ
ン
）
間
の
交
渉
の
岨
路
は
、
ス
ト
ゥ
ル
ル

ン
グ
時
代
に
も
存
続
し
て
い
た
こ
と
が
ま
ず
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
代
の
ゴ
ジ
は
、
並
々
を
統
制
し
争
い
を
治
め
る
力
は
失

っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
農
民
た
ち
は
、
ゴ
ジ
の
代
わ
り
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
を
「
平
和
維
持
者
」
と
し
て
選
択
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
王
権
へ
の
臣
従
と
い
う
出
来
事
す
ら
も
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
農
民
た
ち
の
血
讐
シ
ス
テ
ム
の
延
長
線
上
に
お

く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

①
『
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
ガ
・
サ
ガ
』
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
9
弊
ω
琵
α
q
器
。
P

　
、
ω
餌
σ
Q
霧
。
｛
0
8
δ
白
℃
o
冨
蔓
田
。
・
8
蔓
（
ω
再
。
ユ
毎
σ
q
卿
銘
σ
q
p
）
”
日
賃
房
睾
侮
幻
甲

ω
①
錠
。
ゲ
．
覧
ロ
蜜
。
同
鐸
葵
（
Φ
仙
．
ア
9
§
§
凡
§
も
b
．
蒔
N
？
魔
①
・
ま
た
、
一
九
八
七
年

時
点
ま
で
の
翻
訳
を
含
め
た
刊
行
状
況
に
関
し
て
は
、
ω
鼠
回
雪
客
円
冨
段
Φ
朗
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防
ミ
、
貯
曼
寒
、
§
鴨
沁
ミ
鴨
駄
馬
ぎ
Q
、
題
職
竃
8
愚
鵠
免
♪
閃
鑓
戸
出
欝
『
酔
騨
ζ
こ

　
一
⑩
。
。
メ
署
．
一
一
－
窓
が
各
刊
本
の
性
質
、
問
題
点
ま
で
整
理
し
て
お
り
有
用
で
あ

　
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
現
時
点
で
最
も
汎
用
性
の
高
い
ま
p

　
一
ひ
7
タ
自
目
目
Φ
G
自
ω
o
湿
卸
ζ
四
α
q
目
⇔
。
。
閃
写
p
げ
。
α
q
窃
o
p
帥
囚
臨
無
ぶ
口
国
匡
ぷ
「
昌
（
Φ
牙
■
￥

　
勲
ミ
N
§
題
防
§
H
’
戸
郎
Φ
団
ざ
四
鼠
犀
▼
一
Φ
心
①
（
以
下
い
ミ
．
）
を
使
用
。

②
編
纂
者
と
し
て
は
、
ス
ト
ゥ
ル
ラ
一
族
の
ソ
ー
ル
ズ
・
ナ
ル
ヴ
ァ
ソ
ン
が
有
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
視
さ
れ
て
い
る
が
、
確
定
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
q
一
｛
衆
。
Ψ
o
一
∬
署
．
畠
㊤
－
心
○
。
ρ

③
》
×
㊦
一
図
詠
喜
ω
ω
。
p
ビ
。
a
ω
・
巳
ピ
ぽ
§
自
臼
↓
冨
H
8
『
面
一
。
ω
簿
σ
Q
器
器

　
℃
o
田
δ
馬
田
p
ら
ω
0
9
鉱
圏
飾
馬
β
白
⑦
葺
ω
ド
勲
亀
δ
ミ
詰
鳥
§
好
嵩
き
黛
ミ
ミ
駄
§
む
遂

　
b
o
Q
Q
一
一
（
N
O
O
ω
）
冒
b
■
餅

④
支
配
領
域
を
保
持
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ゴ
ジ
は
、
研
究
上
「
大
首
領

　
し
。
3
鳳
声
警
p
α
q
こ
（
も
し
く
は
「
大
ゴ
ジ
ω
δ
お
。
曾
」
）
と
呼
ば
れ
、
一
二
世
紀
以

　
前
の
ゴ
ジ
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
（
o
｛
．
冒
ω
ω
①
い
．
b
d
《
o
o
〆
．
目
『
Φ
諺
σ
Q
①
o
｛
ひ
Φ

　
ω
ε
「
ご
口
σ
q
ω
、
闇
ぎ
国
寓
ω
帥
げ
①
置
く
Φ
ω
浄
霞
α
Q
餌
餌
既
▼
（
①
傷
ソ
9
§
職
醤
袋
日
電
鳥
ミ
G
》
霜
嵜
題
、

　
ぎ
N
ミ
ミ
N
辱
鳶
職
ミ
織
。
蕊
窺
嵩
駄
卜
目
時
ミ
壁
§
雲
母
ミ
§
騎
註
暮
門
鑑
恥
》
鷺
勲

　
O
q
①
　
ω
の
も
悔
b
甲
爵
）
。
し
か
し
、
基
本
的
に
～
三
世
紀
の
み
を
対
象
と
す
る
本

　
稿
に
お
い
て
は
、
「
大
首
領
」
の
用
語
は
使
用
せ
ず
、
「
ゴ
ジ
」
に
統
一
す
る
。
な

　
お
、
史
料
文
中
で
は
、
ゴ
ジ
や
、
そ
の
地
位
は
持
た
な
い
も
の
の
ゴ
ジ
に
相
当
す

　
る
有
力
者
を
指
す
場
合
、
「
首
領
（
お
頭
）
」
ま
｛
飯
豊
一
、
「
ゴ
ジ
の
地
位
に
あ
る

　
男
」
σ
q
o
α
o
＆
ヨ
四
警
、
「
指
導
者
」
｛
o
§
Q
鐸
、
も
し
く
は
「
農
民
」
げ
ひ
p
象
な
ど
さ

　
ま
ざ
ま
な
用
語
が
使
用
さ
れ
る
（
b
d
団
O
O
犀
り
嚢
恥
§
N
詩
馬
ミ
鼠
℃
．
一
一
幽
）
。
そ
の
た

　
め
、
上
記
の
限
り
で
は
な
い
。

⑤
．
9
凪
α
Q
濠
鍵
σ
Q
餌
。
。
訂
＆
曽
．
w
。
げ
．
笛
《
惣
・
卜
戸
出
．
6
ω
口
、
切
δ
縣
象
。
。
く
窪
費
冨
H

　
ぞ
窃
自
ヨ
叫
昌
p
輿
国
h
7
臼
田
ロ
ω
犀
《
箆
一
サ
中
出
α
犀
犀
弓
月
毛
ゲ
α
＆
ぼ
σ
q
智
∬
ひ
口
勲
〈
出
象

　
げ
門
口
⇒
げ
①
『
け
囲
δ
h
σ
q
臨
ω
劫
㊦
μ
び
①
四
竃
す
さ
ロ
価
①
口
α
q
q
ヨ
リ
①
｛
7
帥
昌
ロ
ヨ
捲
算
坤
犀
属
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
ω
ぷ
ω
【
．
ω
自
酌
p
自
段
甑
サ
①
け
言
ヨ
ω
斡
ヨ
曽
口
門
島
。
膣
〉
ω
豆
α
ヨ
．
、

⑥
鉢
§
富
N
§
ミ
9
自
重
§
b
ミ
§
ミ
ど
写
一
欝
一
隻
9
空
。
冨
己
Ω
＄
ω
σ
ざ
ω
毎
・

　
ω
①
ρ
郁
Φ
導
ζ
話
く
坤
ω
Φ
負
Φ
露
出
お
①
匹
四
口
匹
o
o
ヨ
覧
Φ
8
跨
げ
団
○
口
匹
σ
響
岩
恥
く
陣
α
q
｛
富
ω
o
P

　
N
目
島
①
島
ご
○
民
。
困
負
一
8
療
法
．
ω
①
メ
『
ス
ト
ゥ
ル
ル
ル
ン
ガ
・
サ
ガ
臨
中
の
障
《
q

　
の
用
例
。
「
こ
の
夏
〔
一
二
三
〇
年
〕
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
は
静
か
で
ξ
三
、
良
き

　
平
和
の
う
ち
に
あ
っ
た
。
集
会
に
行
く
者
は
少
な
か
っ
た
。
」
（
願
§
ミ
§
鷺

　
偽
§
い
0
7
刈
⑩
▼
勲
鑑
H
り
鳴
．
ω
心
卜
⊃
一
．
寓
穽
曽
ω
¢
雪
転
く
母
犀
畷
均
一
。
犀
蹄
＆
「
σ
Q
ひ
α
胃
鋤

　
へ　

H
。
・
一
磐
上
策
巳
冨
”
α
q
邑
α
’
．
）
。
目
立
っ
た
争
い
が
な
く
、
訴
訟
が
少
な
い
と
見
込

　
ま
れ
る
と
集
会
の
参
加
者
は
減
少
し
た
。

⑦
、
8
H
σ
q
房
鵠
σ
q
節
ω
冨
＆
四
．
ら
『
0
♪
恥
ミ
H
H
．
も
μ
O
ω
■
問
題
と
な
る
集
会
以
前
の

　
一
二
五
三
年
の
ユ
ー
ル
（
ク
リ
ス
マ
ス
）
の
宴
に
は
、
プ
ロ
ッ
デ
ィ
が
ソ
ル
ギ
ル

　
ス
を
招
い
て
い
る
。
H
営
負
。
ゲ
b
ド
9
≧
同
H
‘
唱
．
置
卜
。
■

⑧
．
g
「
α
q
騎
ω
鋤
α
q
餌
。
。
冨
＆
帥
ド
。
げ
’
ゆ
9
豊
，
卜
團
H
も
』
り
9
、
し
d
碧
騨
巨
昏
忌
¢
竈

　
く
餌
鐸
曾
田
窯
ヨ
驚
α
q
’
す
9
。
β
興
く
い
H
∬
げ
昌
昌
謬
げ
団
。
昏
パ
郁
唱
9
0
搾
巨
富
ヨ
Φ
α
廿
ひ
a
げ
o
H
融

　
ひ
｛
ユ
α
類
σ
q
欝
ヨ
Φ
α
曽
目
。
ウ
8
周
ヨ
面
立
冒
ω
。
。
o
昏
一
く
餅
毎
ひ
ω
Φ
け
∬
9
げ
餌
⇔
夏
引
二
段
ω
〈
碧
p

　
ω
δ
仙
象
ご
σ
q
寄
す
讐
同
姓
僅
昌
”
象
ぴ
田
肖
曾
。
α
搾
覧
象
出
国
四
く
＆
冒
。
門
σ
q
罪
し
。
劉
．
、
出
冤
σ
q
σ
q

　
①
r
．
．
ω
Φ
σ
q
畔
ゲ
田
鵠
P
．
．
魯
ぽ
『
ヨ
に
巳
α
げ
o
p
¢
ヨ
の
魚
鳥
臥
虚
夢
犀
。
ヨ
鎖
㌦
．
b
d
融
口
爵

　
犀
く
陣
α
β
旨
一
匠
P
口
犀
O
ω
ぢ
P
α
ヨ
‘
ロ
墨
引
臥
プ
O
鵠
信
ヨ
δ
δ
P
す
帥
門
も
り
Φ
ヨ
ゲ
P
⇒
口
く
節
「

　
障
。
ヨ
ぎ
”
ヨ
＆
守
田
「
げ
Φ
山
繭
8
ヨ
節
「
．
b
ご
8
匹
象
ヨ
毬
三
一
．
、
国
黄
一
寒
い
｛
旨
ヰ
α
嵩
β

　
ψ
ぶ
■
鼠
崖
目
蕉
す
①
蹄
げ
《
ω
犀
β
唱
深
い
算
ω
お
陣
器
F
Φ
”
ω
犀
帥
σ
q
ゆ
＆
一
⇒
σ
q
食
。
「
プ
駄
鋤
冨
跨
帥
昌

　
プ
爆
傷
搾
｛
O
二
伸
四
目
目
ヨ
Φ
α
犀
O
ω
叶
⇒
帥
窪
■
、
．
、

⑨
「
農
民
た
ち
は
帰
宅
の
許
可
を
求
め
た
。
そ
の
と
き
、
こ
の
よ
う
に
弁
明
が
な

　
さ
れ
た
。
必
要
と
あ
れ
ば
、
農
民
た
ち
は
地
域
を
守
る
。
だ
が
、
地
域
を
離
れ
る

　
べ
き
で
は
な
い
。
」
．
宮
茜
騎
。
。
四
α
Q
斜
ω
ざ
＆
。
．
”
窪
b
口
恥
ミ
H
H
り
P
憲
り
．
国
”

　
げ
田
口
酔
げ
①
滝
口
に
臣
魚
ヨ
貯
「
費
暮
合
跨
ω
9
＜
費
。
汀
冨
け
す
餅
褻
器
戸
舞
げ
冊
昌
曾
。
壁
心
凱
蝕

　
く
Φ
二
二
げ
①
鑓
9
0
｛
σ
頃
｛
ρ
①
昌
昌
鎚
ゲ
＜
2
α
q
一
賦
げ
Φ
窮
α
帥
・
、

⑩
ω
け
Φ
ぎ
鶏
写
ω
Φ
戸
、
囚
ヨ
α
q
竃
四
α
q
匿
。
・
帥
巳
蕩
¢
Φ
α
Q
Φ
ヨ
8
、
。
。
．
自
己
。
。
犀
臨
、
口
〉

　
℃
o
詳
冨
津
。
｛
爵
①
客
o
H
妻
Φ
α
q
一
蝉
昌
賭
。
ぼ
口
蔓
冒
チ
Φ
一
ト
。
刈
O
。
。
甲
、
ヨ
〉
目
昌
①
旨
U
篇
σ
q
・

　
σ
Q
僧
口
（
①
仙
9
y
さ
ミ
穐
亀
ミ
賊
き
黛
N
帆
§
毫
o
o
α
び
『
置
α
q
ρ
卜
⊃
O
O
ρ
や
昏
o
O
り
・
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⑪
H
ぼ
匹
二
唱
．
卜
⊃
8
b
H
ρ

⑫
○
鼠
げ
鑓
巳
≦
α
Q
2
ω
ω
8
（
＆
．
）
▼
穿
み
§
ミ
曇
斜
鼠
葛
ξ
§
馬
駄
§
・

　
嵩
扇
ぎ
堕
§
§
国
憩
§
ミ
ら
δ
い
。
巳
。
湿
》
一
〇
。
○
。
刈
（
も
回
り
①
e
（
以
下
器
・

　
畠
．
卜
。
＆
り
O
b
O
。
9
．
冨
昌
器
白
田
く
Φ
茸
Φ
【
9
く
智
｛
鉢
沼
α
q
∬
o
搾
畷
弾
8

　
犀
8
匿
α
q
H
ω
p
＝
厘
貸
α
Q
着
》
o
犀
O
§
五
四
ぎ
ヨ
二
塁
効
｛
H
巴
磐
山
r
冨
ぎ
ヨ
。
搾

　
Ω
富
郎
窺
宮
H
＜
巴
傍
ω
8
い
ぼ
巳
国
主
2
費
搾
§
毎
α
q
し
。
．
O
犀
辞
け
。
。
山
旨
m
石
心
鉾

　
　
　
　
　
　
へ

　
欲
算
。
ユ
。
｛
巳
H
ω
一
ρ
巳
ρ
9
＆
H
訂
ξ
雛
…
o
心
霊
凱
訂
目
す
陣
邑
紅
碧
縣
Φ
臨
農

　
く
＆
閑
9
び
①
ぎ
≧
ま
厨
ω
8
忘
す
こ
い
く
①
茸
Φ
円
訂
言
。
。
舞
｛
＜
①
。
。
け
ご
α
＆
β
ヨ
．
．

⑬
婁
。
ダ
謹
。
。
”
竈
b
合
心
凸
”
．
寓
g
［
霊
羅
「
昌
旦
ま
ヨ
昌
廿
Φ
貧
鉱

　
同
ω
冨
巳
詑
2
諺
羅
。
脚
9
＆
H
”
o
犀
ま
敬
β
冨
題
冒
獄
ぎ
崖
目
σ
q
ω
ま
ヨ
ぷ
α
＝
ω
貯

　
ヨ
鋒
惣
訂
越
ま
＆
同
訂
旨
犀
｛
ω
ζ
σ
Q
p
穿
9
く
＆
即
鋤
誤
断
。
ま
鉱
霧
ω
8
雌
旨

　
く
匿
岡
三
お
。
瓢
艶
寓
嘱
§
四
詳
ヨ
磐
暴
鉱
7
紳
億
撃
叶
く
Φ
σ
Q
σ
q
甘
β
o
犀
σ
q
ひ
耳
ヨ
9
雪
－

　
＜
群
、
な
お
、
［
】
は
刊
行
史
料
中
で
行
わ
れ
て
い
る
異
写
本
か
ら
の
補
足
を
示

　
す
。

⑭
ま
戸
≦
α
貴
9
誉
・
轟
ミ
幕
S
き
。
武
や
。
。
憎

⑮
、
9
酋
冨
器
α
Q
四
ω
冨
＆
帥
．
》
。
＝
メ
恥
ミ
囲
H
曽
や
ト
。
冨
．
冨
け
臼
諏
ω
∬

　
。
。
r
。
α
q
騨
9
円
σ
q
諒
嚇
象
。
。
芭
｛
畠
＄
慧
ω
巴
舞
罧
H
巴
山
陰
野
8
｛
卸
。
海
霧
α
q
一
ぼ
き

　
ω
睦
巨
ρ
o
雪
田
α
q
¢
ヨ
ヨ
賀
乱
＆
H
¢
語
か
H
ω
自
認
詑
ヨ
＆
き
悶
舞
。
昌
犀
8
琶
σ
q
H
曾

　
艶
姿
b
σ
蕊
鐸
白
房
自
己
ぎ
鵠
§
α
q
。
。
ま
鼻
．

⑯
ス
カ
ー
ル
ホ
ル
ト
司
教
区
は
＝
＝
二
八
…
コ
～
六
八
年
、
ホ
ー
ラ
ル
司
教
区
は

　
一
二
王
八
－
一
二
六
〇
年
の
問
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
入
が
司
教
を
務
め
た
。
彼
ら
は
大

　
勢
に
お
い
て
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
に
協
力
的
で
あ
る
。

⑰
霧
。
匡
。
。
ρ
℃
．
窃
。
。
ヨ
7
謡
刈
も
b
9
ヨ
『
b
。
。
。
。
も
b
c
。
ρ
。
罫
。
。
O
ρ
℃
．
ω
O
ρ

　
窪
．
Q
。
H
一
も
b
．
認
一
－
呈
し
。
．

⑱
サ
ガ
の
記
述
と
平
行
し
、
編
年
誌
に
農
民
た
ち
が
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
へ
の
臣
従
を

　
誓
約
し
た
と
い
う
趣
旨
の
記
述
が
み
ら
れ
る
の
も
、
一
二
六
〇
一
六
四
年
に
わ
た

　
る
。
c
d
O
巳
げ
O
。
。
P
㍗
冠
雪
、
§
謎
郎
ミ
撃
滅
器
品
雪
駄
さ
、
§
§
讐
b
H
山
O
①
．
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第
三
章
　
王
権
下
の
平
和
維
持
一
血
讐
の
行
方

本
章
で
は
、
王
権
下
に
お
け
る
平
和
維
持
の
様
相
を
、
可
能
な
限
り
「
同
時
代
サ
ガ
」
の
描
写
か
ら
析
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ン
ド
に
お
け
る
血
讐
シ
ス
テ
ム
の
そ
の
後
の
帰
趨
、
な
ら
び
に
王
権
と
平
和
と
の
関
係
考
察
を
試
み
る
。

ア
イ
ス
ラ

（［

j
　
史
料
の
性
格
と
射
程

　
一
二
六
二
／
六
四
年
以
後
に
な
る
と
、
「
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
の
サ
ガ
」
の
執
筆
が
最
盛
期
を
迎
え
る
の
と
裏
腹
に
、
「
同
時
代
サ
ガ
」
の
執
筆

量
は
急
減
す
る
。
現
在
残
存
す
る
一
三
世
紀
後
半
を
描
く
サ
ガ
は
『
司
教
ア
ー
ル
ニ
の
サ
ガ
匝
（
以
下
欄
ア
ー
ル
ニ
の
サ
ガ
』
）
、
『
マ
グ
ヌ
ス
・

ホ
ー
コ
ン
ソ
ン
王
の
サ
ガ
』
（
以
下
『
マ
グ
ヌ
ス
王
の
サ
ガ
』
）
、
「
ス
ト
ゥ
ル
ラ
の
サ
ー
ッ
ト
」
の
三
点
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
；
一
世
紀
後



一三世紀アイスランドにおける平和維持（松本）

半
の
歴
史
は
、
こ
の
時
期
か
ら
増
大
す
る
編
年
誌
の
記
述
、
成
文
法
、
書
簡
類
を
主
な
根
拠
と
し
て
書
か
れ
、
数
少
な
い
「
同
時
代
サ
ガ
」
か

ら
は
重
要
事
件
や
他
史
料
へ
の
言
及
が
引
用
さ
れ
る
に
留
ま
る
。
確
か
に
、
わ
ず
か
な
断
片
し
か
残
存
せ
ず
、
舞
台
も
ノ
ル
ウ
ェ
ー
が
中
心
の

『
マ
グ
ヌ
ス
王
の
サ
ガ
』
と
、
サ
ー
ッ
ト
ー
1
短
編
で
あ
る
「
ス
ト
ゥ
ル
ラ
の
サ
ー
ッ
ト
」
の
情
報
量
は
非
常
に
限
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、

『
ア
ー
ル
ニ
の
サ
ガ
』
は
全
一
四
七
章
と
い
う
記
述
量
を
は
じ
め
と
し
、
特
筆
す
べ
き
点
を
多
々
有
す
た
め
、
以
下
に
詳
し
く
み
て
お
く
。

　
こ
れ
は
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
に
お
け
る
教
会
改
革
の
推
進
者
と
し
て
名
高
い
、
ス
カ
ー
ル
ボ
ル
ト
司
教
ア
ー
ル
ニ
・
ソ
ル
ラ
ー
ク
ソ
ン
（
在
職
…

二
六
九
一
九
八
）
の
伝
記
的
サ
ガ
で
あ
る
。
甥
で
あ
り
、
司
教
職
の
後
継
者
で
も
あ
る
同
名
の
ア
ー
ル
ニ
・
ヘ
ル
ガ
ソ
ン
（
在
職
～
三
〇
四
－
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

○
）
が
執
筆
し
た
と
い
わ
れ
る
。
司
教
ア
ー
ル
ニ
の
業
績
を
中
心
と
し
て
、
一
二
三
七
年
の
彼
の
生
誕
か
ら
一
二
九
〇
年
頃
ま
で
の
問
に
、
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
お
い
て
起
こ
っ
た
出
来
事
を
年
代
順
に
記
録
し
て
い
る
。
少
年
時
代
に
つ
い
て
は
簡
潔
で
あ
る
が
、
ア
ー

ル
ニ
が
｝
二
六
九
年
に
三
四
歳
で
司
教
に
製
塩
さ
れ
て
か
ら
は
、
世
俗
有
力
者
と
の
教
会
財
産
を
め
ぐ
る
争
い
に
焦
点
が
お
か
れ
、
記
述
量
も

増
え
る
。
同
時
期
の
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
唯
一
の
外
交
文
書
と
い
え
る
書
簡
類
へ
の
言
及
も
多
い
。
そ
の
よ
う
な
性
格
か
ら
、
咽
ア
ー

ル
ニ
の
サ
ガ
聴
は
重
要
な
政
治
的
事
件
や
、
何
よ
り
も
教
会
改
革
の
動
向
を
知
る
た
め
の
史
料
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
私
見
に

よ
れ
ば
、
『
ア
ー
ル
ニ
の
サ
ガ
』
に
は
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
権
下
の
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
社
会
を
読
み
解
く
上
で
重
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
等

閑
に
付
さ
れ
て
き
た
部
分
が
少
な
く
な
い
。
と
い
う
の
も
、
「
司
教
サ
ガ
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
自
体
、
『
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
ガ
・
サ
ガ
』
や
「
王
の

サ
ガ
」
、
そ
し
て
「
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
の
サ
ガ
」
に
関
す
る
微
に
入
り
細
に
わ
た
る
個
別
研
究
の
真
面
と
は
対
照
的
に
、
従
来
、
サ
ガ
研
究
の

対
象
と
し
て
は
不
人
気
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
因
と
し
て
、
「
司
教
サ
ガ
」
の
ス
タ
イ
ル
・
叙
述
手
法
に
は
ラ
テ
ン
丁
霊
人
伝
の
強
い
影
響
が
窺

わ
れ
る
た
め
、
サ
ガ
の
特
殊
性
に
関
心
を
持
つ
研
究
者
間
で
は
敬
遠
さ
れ
や
す
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
列
聖
さ
れ
た
二
人

の
司
教
の
サ
ガ
以
外
は
、
ラ
テ
ン
長
潟
人
伝
的
特
徴
（
奇
蹟
諜
、
定
型
表
現
の
多
用
等
）
は
少
な
く
、
む
し
ろ
、
他
ジ
ャ
ン
ル
の
サ
ガ
と
共
通
す

る
傾
向
（
血
讐
へ
の
関
心
、
「
客
観
的
」
記
述
等
）
が
強
い
と
い
え
る
。
ま
た
、
近
年
便
宜
的
な
サ
ガ
の
ジ
ャ
ン
ル
分
け
自
体
に
疑
問
の
声
が
挙
が

　
　
　
　
　
　
　
　
③

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
『
ア
ー
ル
ニ
の
サ
ガ
』
に
は
再
考
の
余
地
が
十
分
に
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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右
に
述
べ
て
き
た
史
料
・
研
究
状
況
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
＝
一
笹
紀
後
半
に
つ
い
て
も
、
岡
ア
ー
ル
ニ
の
サ
ガ
』
を
は
じ
め
と
し
た
数

少
な
い
「
同
時
代
サ
ガ
」
の
記
述
を
分
析
の
中
心
に
据
え
る
。
そ
の
よ
う
に
、
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
グ
時
代
と
王
権
受
容
後
の
社
会
を
連
続
的
に
扱

う
こ
と
で
、
共
通
点
／
変
化
点
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
事
件
史
・
制
度
史
に
偏
向
し
が
ち
な
先
行
研
究
と
は
一
線
を
画
す
、
＝
二
世
紀
後
半
の

社
会
像
提
示
を
目
指
し
た
い
。
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（
二
）
　
王
権
下
の
紛
争
と
そ
の
解
決

　
以
下
で
は
、
成
文
法
導
入
に
よ
る
法
嗣
度
の
変
化
と
照
合
さ
せ
る
た
め
、
時
系
列
に
沿
っ
て
一
二
六
二
年
以
降
の
社
会
状
況
を
検
討
し
て
ゆ

く
こ
と
に
な
る
が
、
「
同
時
代
サ
ガ
」
の
分
析
に
入
る
前
に
、
臣
従
契
約
の
内
容
を
確
認
し
て
お
く
。
一
括
し
て
「
古
契
約
」
と
呼
ば
れ
る
こ

と
の
多
い
臣
従
契
約
文
書
で
あ
る
が
、
厳
密
に
は
テ
ク
ス
ト
の
内
容
に
よ
り
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ギ
ツ
ル
の
契
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

（
9
N
§
H
ω
豊
山
幾
）
」
と
「
古
契
約
（
O
§
岳
ω
饗
8
漂
）
」
で
あ
る
。
前
者
は
、
＝
二
六
二
年
の
ア
ル
シ
ン
グ
に
お
い
て
、
北
四
分
区
・
南
四

分
区
の
入
々
が
ホ
ー
コ
ン
・
ホ
ー
コ
ン
ソ
ン
王
に
対
し
臣
従
を
誓
っ
た
際
の
契
約
」
と
定
義
さ
れ
、
最
古
の
写
本
は
一
六
世
紀
後
半
と
な
る
。

後
者
は
そ
れ
以
外
の
、
一
二
六
三
－
六
四
年
、
も
し
く
は
＝
二
〇
二
年
に
な
さ
れ
た
更
新
契
約
に
あ
た
る
と
分
類
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
群
で
あ
り
、

写
本
は
一
五
世
紀
後
半
の
も
の
か
ら
残
る
。

　
一
二
六
二
年
時
の
「
ギ
ツ
ル
の
契
約
」
は
、
具
体
的
に
王
の
裁
判
権
を
規
定
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
全
八
項
目
中
、
三
項
目
で
平
和
の
維

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

持
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
王
の
平
和
維
持
機
能
に
対
す
る
期
待
の
一
片
を
窺
う
こ
と
は
で
き
る
。
他
方
、
「
古
契
約
」
に
お

い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
項
目
の
第
一
に
海
外
召
喚
の
忌
避
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
は
じ
め
に
、
海
外
召
喚
を
我
々
は
望
ま
な
い
。
ア
ル
シ
ン
グ
に
お
い
て
こ
の
地
を
去
る
よ
う
判
決
を
受
け
た
者
を
除
い
て
。

「
古
契
約
」
に
分
類
さ
れ
る
各
テ
ク
ス
ト
の
年
代
は
不
確
定
で
あ
り
、
一
二
六
三
年
か
ら
＝
二
〇
二
年
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
時
点
と
す
る
し
か

な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
＝
二
世
紀
後
半
に
王
に
よ
る
海
外
召
喚
へ
の
反
感
が
高
ま
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
ア
ル
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シ
ン
グ
で
追
放
宣
告
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
除
外
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
、
王
に
よ
る
海
外
召
喚
そ
の
も
の
を
拒
否
す
る
の
で
は
な
く
、
正
式

な
裁
判
手
続
き
を
介
し
た
場
合
に
は
認
め
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

　
さ
て
、
臣
従
契
約
以
後
、
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
グ
時
代
の
大
規
模
な
抗
争
は
、
＝
～
六
四
年
の
ア
ン
ド
レ
ー
ス
の
息
子
た
ち
に
よ
る
ギ
ツ
ル
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ヤ
ー
ル
襲
撃
と
、
ギ
ツ
ル
に
よ
る
襲
撃
者
の
処
刑
を
最
後
に
鎮
静
化
し
た
と
い
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
二
六
二
／
六
四
年
以
降
の
「
同
時
代

サ
ガ
」
叙
述
に
は
、
そ
う
簡
単
に
紛
争
が
治
ま
ら
な
い
様
子
が
散
見
す
る
。

　
ま
ず
『
ス
ト
ゥ
ル
ラ
の
サ
ー
ッ
ト
』
一
一
二
章
に
は
、
と
も
に
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
グ
時
代
以
来
、
有
力
者
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
ス
ト
ゥ
ル

ラ
・
ソ
ー
ル
ザ
ル
ソ
ン
と
そ
の
娘
婿
、
フ
ラ
ヴ
ン
・
オ
ッ
ド
ソ
ン
と
の
争
い
が
語
ら
れ
て
い
る
。
描
写
は
一
二
六
二
年
頃
か
ら
の
対
立
に
限
定

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
両
者
は
競
合
関
係
に
あ
っ
た
。
ス
ト
ゥ
ル
ラ
側
は
一
二
六
三
年
四
月
に
フ
ラ
ヴ
ン
の
農
場
襲
撃
を
計
画
す
る

が
、
実
行
の
前
に
計
画
は
漏
洩
し
て
し
ま
う
。
フ
ラ
ヴ
ン
は
先
手
を
取
っ
て
相
手
陣
営
を
襲
撃
し
、
死
者
も
出
る
事
態
と
な
る
が
、
最
終
的
に

は
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
内
の
有
力
者
の
仲
裁
に
よ
り
和
解
の
会
合
が
開
か
れ
、
フ
ラ
ヴ
ン
が
裁
定
を
下
す
こ
と
で
決
着
す
る
。
し
か
し
、
王
の
従
士

で
あ
る
フ
ラ
ヴ
ン
と
の
不
和
に
よ
っ
て
、
王
の
不
興
を
買
う
こ
と
を
恐
れ
た
ス
ト
ゥ
ル
ラ
は
、
弁
明
の
た
め
ノ
ル
ウ
ェ
ー
へ
向
か
う
。
確
認
し

て
お
く
と
、
こ
の
時
点
の
ス
ト
ゥ
ル
ラ
は
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
有
力
者
で
は
あ
る
が
、
王
と
面
識
は
な
く
、
従
士
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ス

ト
ゥ
ル
ラ
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
行
き
は
王
の
召
喚
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
自
発
的
行
為
で
あ
る
。
実
際
に
、
ス
ト
ゥ
ル
ラ
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
宮
廷
内

で
悪
評
を
得
て
い
た
が
、
ス
ト
ゥ
ル
ラ
の
一
族
と
親
交
を
持
つ
ノ
ル
ウ
ェ
ー
人
有
力
者
の
仲
介
で
マ
グ
ヌ
ス
王
へ
の
罵
通
り
が
叶
い
、
最
終
的

に
同
王
の
厚
遇
を
得
る
こ
と
に
成
功
す
る
。

　
こ
の
例
か
ら
、
ま
ず
一
点
目
と
し
て
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
有
力
者
同
士
の
紛
争
に
対
す
る
、
内
部
の
有
力
者
に
よ
る
仲
裁
、
す
な
わ
ち
王
権

以
前
の
慣
習
の
存
続
が
看
取
さ
れ
る
。
二
点
目
と
し
て
、
和
解
成
立
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ス
ト
ゥ
ル
ラ
が
王
へ
の
弁
明
に
向
か
っ
た
こ
と
に
注

目
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、
後
の
例
に
み
る
よ
う
な
忠
誠
誓
約
等
の
形
式
の
定
め
ら
れ
た
「
公
的
」
な
手
続
き
は
言
及
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

ス
ト
ゥ
ル
ラ
の
例
は
、
外
面
上
は
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
有
力
者
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
個
人
と
の
対
面
的
な
関
係
の
修
復
、
い
わ
ば
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
グ
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時
代
の
従
士
関
係
の
延
長
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
従
士
契
約
以
前
、
す
な
わ
ち
法
的
拘
束
が
な
い
時
点
に
お
い
て
も
、
ア

イ
ス
ラ
ン
ド
人
有
力
者
に
、
王
へ
の
弁
明
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
さ
せ
る
ほ
ど
に
王
の
権
威
が
浸
透
し
て
い
た
こ
と
は
、
＝
一
六
三
年
頃
の
ア

イ
ス
ラ
ン
ド
の
状
況
を
考
察
す
る
上
で
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
。

　
次
段
階
と
し
て
み
る
べ
き
な
の
は
、
一
二
七
三
年
の
新
法
書
『
ヤ
ー
ル
ン
シ
ー
ザ
』
導
入
後
の
状
況
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
『
ヤ
ー
ル
ン
シ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ザ
』
は
原
則
と
し
て
復
讐
殺
人
を
禁
止
し
て
お
り
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
状
況
変
化
に
寄
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
予
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
一
二
七
三
年
以
降
の
三
つ
の
紛
争
事
例
を
検
討
し
て
ゆ
く
。

　
ま
ず
は
噛
マ
グ
ヌ
ス
王
の
サ
ガ
』
断
片
中
、
一
二
七
三
年
の
記
述
で
あ
る
。

　
　
そ
の
と
き
マ
グ
ヌ
ス
王
は
ベ
ル
ゲ
ン
に
お
い
て
、
ソ
ル
ヴ
ァ
ル
ズ
と
フ
ラ
ヴ
ン
に
、
互
い
に
忠
誠
誓
約
と
協
力
を
誓
わ
せ
た
。
ヨ
ー
ン
大
司
教
と
多
く
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
他
の
有
力
な
人
々
の
前
で
。
そ
し
て
彼
ら
に
全
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
を
与
え
、
彼
の
権
力
の
下
で
統
治
さ
せ
た
。

　
ソ
ル
ヴ
ァ
ル
ズ
と
フ
ラ
ヴ
ン
は
、
当
時
権
力
争
い
を
展
開
し
て
い
た
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
従
士
で
あ
る
。
厳
密
に
い
え
ば
、
こ
の
時
点
で
は
ま

だ
『
ヤ
ー
ル
ン
シ
ー
ザ
』
は
完
全
承
認
に
至
っ
て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
王
の
仲
裁
は
『
ヤ
ー
ル
ン
シ
ー
ザ
』
の
規
定
に
基
づ
く
も

の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
証
人
・
忠
誠
誓
約
と
い
う
、
従
士
と
王
の
一
対
一
の
関
係
を
超
え
た
、
あ
る
程
度

「
公
的
」
な
要
素
が
新
た
に
み
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
同
じ
く
一
二
七
三
年
に
は
、
『
ヤ
ー
ル
ン
シ
ー
ザ
臨
の
承
認
後
に
、
司
教
ア
ー
ル
ニ
の
協
力
者
マ
ル
チ
イ
ン
に
対
す
る
襲
撃
事
件
が
起
こ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

こ
れ
は
、
一
二
五
二
年
に
マ
ル
チ
イ
ン
に
殺
さ
れ
た
父
親
の
た
め
の
、
息
子
グ
ズ
ラ
ウ
グ
に
よ
る
復
讐
で
あ
っ
た
。
司
教
と
同
行
中
に
襲
わ
れ
た

マ
ル
チ
イ
ン
は
重
傷
を
負
い
、
こ
の
件
は
ア
ル
シ
ン
グ
に
提
訴
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
争
い
は
治
ま
ら
ず
、
司
教
、
マ
ル
チ
イ
ン
と
グ
ズ
ラ
ウ
グ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
の
敵
対
関
係
が
し
ば
ら
く
続
く
。
し
か
し
最
終
的
に
は
、
の
ち
に
司
教
の
姻
戚
と
な
る
地
域
の
有
力
農
罠
が
仲
裁
に
入
り
、
和
解
に
至
る
。

　
こ
の
事
例
か
ら
、
ま
ず
は
復
讐
の
存
続
が
み
て
と
れ
る
。
し
か
し
サ
ガ
の
記
述
は
簡
潔
で
あ
り
、
実
際
に
集
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
裁
き

が
行
わ
れ
、
罰
が
下
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
王
の
役
人
に
よ
る
罰
金
や
海
外
召
喚
等
の
課
刑
は
ま
っ
た
く
言
及
さ
れ
な
い
た
め
、
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む
し
ろ
慣
行
に
従
い
、
地
域
有
力
者
に
よ
る
法
廷
内
外
の
仲
裁
が
和
解
を
導
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
第
三
の
例
は
、
一
二
八
○
年
に
起
き
た
紛
争
で
あ
る
。
司
教
ア
ー
ル
ニ
の
姻
戚
で
あ
る
「
良
き
農
民
」
ビ
ョ
ル
ン
と
、
従
士
か
つ
地
方
行
政

官
で
あ
る
ア
ー
ス
グ
リ
ー
ム
と
の
不
和
が
生
じ
る
。
ビ
ョ
ル
ン
は
姻
戚
ロ
プ
ト
の
も
と
へ
身
を
寄
せ
、
ビ
ョ
ル
ン
、
ロ
プ
ト
側
と
ア
ー
ス
グ

リ
ー
ム
側
の
対
立
が
続
く
。
ア
ー
ス
グ
リ
！
ム
側
は
、
相
手
を
王
へ
の
反
逆
を
企
ん
で
い
る
と
中
傷
し
、
そ
れ
を
聞
い
た
王
の
使
節
が
双
方
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

海
外
召
喚
を
言
い
渡
す
事
態
と
な
る
。
そ
の
後
、
司
教
ア
ー
ル
ニ
の
開
い
た
会
合
に
お
い
て
紛
争
当
事
者
た
ち
は
話
し
合
い
、
和
解
が
な
さ
れ

た
。
そ
の
様
子
を
引
用
す
る
。

　
　
彼
ら
〔
ロ
プ
ト
と
ビ
ョ
ル
ン
〕
は
マ
グ
ヌ
ス
王
殿
、
エ
イ
リ
ー
ク
王
、
ホ
ー
コ
ン
公
に
忠
誠
誓
約
を
誓
う
こ
と
を
承
諾
し
た
。
…
〔
申
略
、
誓
約
定
型

　
　
文
〕
…
そ
の
後
、
エ
イ
ン
ド
リ
ジ
・
ボ
ー
ン
デ
イ
〔
王
の
使
節
〕
は
海
外
召
喚
を
放
棄
し
、
ア
ー
ス
グ
リ
ー
ム
殿
と
ビ
ョ
ル
ン
は
和
解
し
た
。
彼
ら
ロ
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
ト
の
姻
戚
た
ち
は
、
そ
の
後
最
良
の
友
人
と
な
っ
た
。

　
こ
の
事
例
の
要
点
と
し
て
ま
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
地
位
の
人
間
の
関
与
が
挙
げ
ら
れ
る
。
列
記
す
る
と
、
地
方
行
政
官
・
従
士
で
あ
る

ア
ー
ス
グ
リ
ー
ム
（
1
1
か
つ
て
の
ゴ
ジ
層
）
、
「
良
き
農
民
」
σ
Q
ひ
騨
げ
曾
岳
ビ
ョ
ル
ン
、
上
記
二
者
と
血
縁
／
姻
戚
関
係
を
持
つ
ロ
プ
ト
、
司
教

ア
ー
ル
ニ
（
1
1
聖
職
者
）
、
王
の
使
節
で
あ
る
ノ
ル
ウ
ェ
ー
人
工
イ
ン
ド
リ
ジ
。
王
へ
の
反
逆
と
い
う
罪
を
疑
わ
れ
た
ロ
プ
ト
と
ビ
ョ
ル
ン
は
王

の
使
節
に
対
し
忠
誠
誓
約
を
行
う
が
、
ビ
ョ
ル
ン
は
お
そ
ら
く
上
層
で
あ
る
と
は
い
え
「
農
民
」
で
あ
り
、
従
士
で
は
な
い
（
ロ
プ
ト
も
同
様
）
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
グ
時
代
は
従
士
同
士
の
争
い
に
限
ら
れ
て
い
た
王
の
仲
裁
・
裁
き
の
権
隈
が
、
少
な
く
と
も
従
士
以
外
の

「
農
民
」
に
ま
で
拡
大
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
王
の
使
節
が
代
行
す
る
、
海
外
召
喚
と
い
う
王
権
の
圧
力
が
和
解
を
導
く
点
か
ら
も
、

『
ヤ
ー
ル
ン
シ
ー
ザ
』
の
導
入
を
経
て
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
権
が
従
士
問
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
く
上
位
権
力
と
し
て
認
識
さ
れ
実
効
力
を
得
て
い

た
…
糠
が
窺
え
る
。

　
さ
ら
に
、
王
自
身
と
直
接
対
算
し
た
上
で
の
誓
約
の
み
な
ら
ず
、
使
節
へ
の
誓
約
が
有
効
と
さ
れ
る
状
況
は
、
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
グ
時
代
に
は

み
ら
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
王
の
権
威
・
権
限
は
、
王
個
人
と
の
対
面
的
関
係
に
基
づ
く
も
の
か
ら
、
代
理
人
（
使
節
・
役
人
）
を
介
し
て
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機
能
し
う
る
も
の
へ
と
拡
大
過
程
に
あ
っ
た
と
み
な
せ
る
。

　
こ
こ
ま
で
を
整
理
す
る
。
ま
ず
、
黒
々
慣
行
自
体
は
、
『
ヤ
ー
ル
ン
シ
！
ザ
』
承
認
後
も
存
続
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
グ
時

代
に
は
従
士
間
に
限
定
さ
れ
て
い
た
王
権
の
介
在
（
海
外
召
喚
、
王
に
よ
る
仲
裁
）
は
、
臣
従
誓
約
・
成
文
法
の
導
入
を
経
て
徐
々
に
農
民
層
に

も
浸
透
し
て
ゆ
く
。
さ
ら
に
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
従
士
団
内
の
対
面
的
な
権
力
関
係
か
ら
、
代
理
人
を
介
し
た
間
接
統
治
へ
の
進
展
と
も
捉
え

う
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
一
三
世
紀
後
半
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
に
お
け
る
平
和
維
持
の
状
況
と
し
て
は
、
血
讐
と
い
う
王
権
以
前
か
ら
の
慣
習
の
存

続
と
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
の
司
法
権
（
仲
裁
・
裁
き
）
の
緩
や
か
な
浸
透
と
の
、

　
①
『
ア
ー
ル
ニ
の
サ
ガ
』
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
本
稿
で
は
．
レ
旨
p
鑓
σ
q
鋤
げ
す

　
　
ざ
℃
ω
、
ぎ
O
琶
H
貯
》
。
・
簿
9
ぎ
ω
ま
遊
覧
「
（
a
．
γ
切
§
§
犠
隔
年
、
同
畷
（
同
。
・
｝
窪
斗

　
　
♂
旨
葺
窺
γ
図
Φ
鴇
す
く
節
▼
ド
O
Φ
o
。
も
ワ
q
。
幽
一
N
（
以
下
缶
旨
）
を
使
用
す
る
。
な

　
　
お
、
本
サ
ガ
は
四
〇
の
手
写
本
と
い
く
つ
か
の
断
片
に
よ
っ
て
伝
存
し
て
お
り
、

　
　
最
古
の
も
の
は
一
四
世
紀
後
半
の
断
片
で
あ
る
。
ζ
鋤
σ
q
烈
し
・
㌶
紳
い
い
罎
ω
ω
o
P

　
　
．
≧
屋
鴇
α
q
弾
窪
ω
ざ
甥
．
噛
蟄
謹
一
▼
｝
8
ρ
8
ピ
ト
。
ヨ
．

　
②
『
ア
ー
ル
ニ
の
サ
ガ
隔
の
末
尾
は
散
逸
し
た
と
さ
れ
る
が
、
執
筆
時
点
か
ら
、

　
　
～
二
九
八
年
の
ア
ー
ル
ニ
の
死
ま
で
は
轡
か
れ
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

　
　
勺
Φ
δ
H
ρ
男
o
g
ρ
．
国
ω
9
0
｛
ω
慈
α
q
四
（
曾
神
丘
蹟
恥
書
こ
、
”
国
Φ
ぎ
鳥
。
げ
ω
Φ
o
犀
簿

　
　
巴
．
（
訂
ω
α
Q
昌
y
沁
§
§
鼠
ぎ
嚇
ド
奪
騎
ミ
§
§
§
》
§
》
凶
§
ミ
§
恥
ぎ
碁
（
悼
諺
氏
ご
ω
り

　
　
し
d
Φ
H
寓
目
津
累
Φ
≦
網
。
碁
り
一
り
刈
。
。
り
ω
．
鼻
P
ま
た
、
特
に
一
二
七
一
一
八
九
年
の
記

　
　
述
に
関
し
、
現
存
す
る
編
年
誌
（
『
王
の
編
年
誌
』
薩
翼
翼
σ
q
ω
き
蒜
一
一
）
か
ら
の
流

　
　
用
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
も
、
全
体
に
経
年
記
述
へ
の
強
い
関
心
が
指
摘
さ
れ

　
　
る
。
ζ
g
δ
H
α
q
輿
Φ
叶
O
O
同
ヨ
騨
O
犀
り
．
O
ず
ユ
し
。
口
磐
し
d
帥
O
α
q
鑓
b
ご
り
▼
ぎ
竃
O
門
芦
鱒
（
巴
．
γ

　
　
9
愚
§
軌
§
も
．
G
。
S

　
③
例
え
ば
、
「
古
代
の
サ
ガ
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
分
け
を
問
頚
聾
し
た
℃
ゴ
切

　
　
O
詔
旨
Φ
腫
．
↓
冨
O
信
口
切
。
”
o
｛
O
Φ
霞
Φ
ぎ
瞥
冨
じ
象
①
冴
『
u
黛
品
四
ω
α
α
q
β
H
四
》

両
面
の
要
素
の
並
存
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
○
器
Φ
ω
ε
身
。
｛
適
当
賦
ま
坤
ロ
σ
q
ゆ
ω
餌
σ
q
勲
、
”
ぎ
O
碧
①
匪
≦
田
ご
ヨ
月
卿
℃
騨
β
一
し
σ
や

　
げ
蹄
Φ
（
巴
ω
．
）
》
寒
ひ
顕
執
ミ
織
ミ
象
ミ
§
N
§
訂
（
円
冨
宕
。
嵩
冨
円
口
≦
o
嬉
P
＜
菌
一
￥

　
ピ
Φ
賦
Φ
p
勲
b
ご
8
樽
曾
b
O
O
♪
署
．
一
ω
幽
N

④
定
義
に
関
し
て
は
、
ゆ
。
巴
7
0
ω
ρ
寄
h
§
昏
轟
降
民
酢
謝
恥
齪
穀
駄
さ
建
§

　
署
．
。
。
？
c
。
c
。
▼
一
〇
早
H
一
〇
．
臣
従
契
約
文
書
の
写
本
問
の
相
違
・
共
通
点
に
つ
い
て

　
は
、
従
来
の
歴
史
研
究
で
は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
が
、
ボ
ゥ
リ
ョ
ー

　
ザ
が
詳
細
な
分
析
を
行
っ
た
。
串
ミ
リ
箸
錘
一
㌣
忘
餅

⑤
「
ギ
ツ
ル
の
契
約
」
テ
ク
ス
ト
は
以
下
に
所
収
。
黛
く
。
＝
－
昇
ρ
8
．
ま
ト
。

　
（
》
－
U
）
も
喝
．
爵
O
ふ
爬
9
＜
巳
．
P
口
。
ト
署
．
一
－
卸
〈
o
一
．
一
ρ
戸
p
①
（
〉
－
b
）
も
ワ
㎝
・
①
．

⑥
訳
出
は
黛
〈
。
r
押
巳
．
δ
①
（
〉
）
も
．
①
刈
O
に
よ
る
（
、
㎏
嘗
ω
窪
鉾
露
霧
ω
ρ
駄
亭

　
ぎ
σ
q
碧
ω
ξ
＝
曾
上
巳
臼
脚
巨
α
q
暴
巴
冨
鐡
耳
劣
す
Φ
嘱
目
Φ
旨
ω
⑦
日
畠
飴
ヨ
傷
Φ
H
器
㍗

　
畠
帥
駄
唇
旨
ヨ
ヨ
。
自
鐸
ヨ
四
鋤
冨
昌
α
q
㊦
げ
自
［
鉱
討
昌
亀
ぎ
F
、
）
。
「
古
契
約
」
テ
ク
ス

　
ト
は
そ
の
ほ
か
、
輿
く
。
お
鳶
口
o
b
（
鋭
b
d
）
も
や
ω
馳
青
く
◎
ζ
ρ
昌
ρ
メ
署
■
刈
．
c
。
に

　
収
め
ら
れ
て
い
る
。

⑦
例
え
ば
、
ま
肖
ま
訂
弓
Φ
ω
。
。
。
罫
愚
試
計
同
ら
・
。
。
ω
け

⑧
復
讐
殺
人
の
禁
止
は
、
例
え
ば
『
ヤ
ー
ル
ン
シ
ー
ザ
㎞
「
身
体
権
の
項
」
六
・

　
七
章
に
み
ら
れ
る
。
出
費
既
仙
霞
切
Φ
ヨ
冨
＆
ω
ω
o
口
①
樫
塾
（
Φ
傷
ω
シ
隷
鼓
曾
蒔
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窪
§
誌
§
、
　
》
§
匙
9
、
ミ
酵
防
§
§
　
幻
Φ
養
寅
く
量
　
卜
⊃
O
O
㎝
り
　
ぎ
国
⇒
夢
臨
α
Q
一
．
”

　
。
7
．
①
ー
メ
竈
．
♂
る
。
。
．

⑨
．
ζ
帥
σ
q
忌
。
。
鈴
σ
Q
争
訟
σ
q
き
聖
堂
、
”
ヨ
屡
㍗
ω
刈
。
。
叫
、
冨
毎
ζ
鋤
α
q
忌
し
。
ぎ
画
品
N

　
憲
］
9
宅
騨
＆
。
犀
節
餌
薬
㎝
＜
Φ
言
τ
い
ヨ
α
警
毒
葱
ヨ
密
「
血
審
。
犀
｛
貯
α
q
－

　
ω
ざ
℃
圃
厘
警
σ
Q
旨
簿
ど
響
曾
p
銭
餌
ま
巳
①
①
ま
ぼ
ω
ざ
豆
。
犀
ヨ
α
お
β
日
9
毎
ヨ

　
ヨ
聾
虐
ヨ
ヨ
g
…
員
鼻
ま
葬
冨
一
日
ヒ
二
巴
雪
α
旺
ω
二
ひ
ヨ
山
「
雪
締
冨
器

　
房
房
牝

⑩
出
黄
。
プ
．
吋
。
。
も
唱
．
蒔
守
ミ
．

⑪
一
二
五
二
年
の
マ
ル
チ
イ
ン
に
よ
る
殺
害
事
件
は
「
ソ
ル
ギ
ル
ス
・
ス
カ
ル
ジ

　
の
サ
ガ
」
一
四
章
（
象
・
N
．
H
H
も
．
旨
α
）
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑫
缶
鞄
も
『
．
卜
。
c
。
も
転
．
こ
こ
で
仲
裁
者
と
し
て
名
の
挙
が
る
ソ
ー
ル
ズ
・
ハ
ッ

　
ル
ソ
ン
は
、
こ
の
事
件
の
二
年
後
、
司
教
の
姪
と
結
婚
す
る
。
国
鞄
℃
o
ゲ
■
○
。
♪

　
ワ
語
．

⑬
一
二
八
○
年
の
こ
の
時
点
で
は
、
既
に
薪
法
書
『
ヨ
ー
ン
ス
ボ
ー
ク
隔
が
ア
イ

　
ス
ラ
ン
ド
に
持
ち
込
ま
れ
て
は
い
る
が
、
集
会
に
提
示
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
効
力

　
は
持
た
な
い
。
ゆ
え
に
、
『
ヤ
ー
ル
ン
シ
ー
ザ
』
を
実
効
法
と
し
て
想
定
。

⑭
郎
鎚
。
ゲ
．
①
ρ
も
℃
．
。
。
命
。
。
伊

⑮
山
鞄
も
7
．
①
ρ
℃
．
。
。
9
．
富
貯
ぴ
。
讐
。
犀
じ
σ
噺
α
ヨ
駐
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司
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一三世紀アイスランドにおける平和維持（松本）

お
　
わ
　
り
　
に

　
；
一
世
紀
の
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
は
内
乱
か
ら
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
権
の
受
容
と
い
う
大
き
な
変
化
を
経
験
し
た
。
同
時
期
の
平
和
維
持
の
在
り
方
に

関
し
て
は
、
従
来
、
「
自
由
国
」
と
そ
れ
以
後
と
の
研
究
の
分
離
が
強
く
、
連
続
し
た
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
す
ら
稀
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
、
本
稿
で
は
、
一
三
世
紀
全
体
を
通
し
「
同
時
代
サ
ガ
」
を
分
析
の
申
心
に
据
え
る
こ
と
に
よ
り
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
へ
の
臣
従
を

め
ぐ
る
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
社
会
内
部
の
変
化
・
継
続
の
様
相
を
具
体
的
に
描
き
出
す
こ
と
を
目
指
し
た
。

　
以
下
、
考
察
結
果
を
総
括
す
る
。
ま
ず
、
ゴ
ジ
と
農
民
の
相
互
交
渉
の
様
相
か
ら
察
す
る
に
、
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
グ
時
代
に
お
い
て
も
農
民
た

ち
は
慣
行
と
し
て
、
平
和
維
持
者
と
し
て
の
ゴ
ジ
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
に
よ
る
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
平
和
維

持
へ
の
介
入
は
、
ス
ト
ゥ
ル
ル
ン
グ
時
代
か
ら
従
士
問
の
紛
争
に
お
い
て
は
観
察
で
き
る
。
一
方
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
上
国
た
ち
に
も
、
使
節

を
通
じ
て
王
の
「
平
和
維
持
者
」
と
し
て
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
は
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
彼
ら
が
集
会
に
お
い
て
、
ゴ
ジ
た
ち
と
と
も
に
王
の
貢
挙
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要
求
を
受
け
容
れ
た
際
に
も
、
そ
の
よ
う
な
王
の
イ
メ
ー
ジ
は
共
有
さ
れ
て
い
た
と
考
え
う
る
。
以
上
を
総
合
す
る
と
、
少
な
く
と
も
＝
二
世

紀
中
葉
の
臣
従
契
約
承
認
の
段
階
で
は
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
農
民
た
ち
は
機
能
不
全
に
陥
っ
た
ゴ
ジ
に
代
わ
り
、
平
和
を
保
障
す
る
存
在
と
し

て
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
を
選
択
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
の
後
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
時
代
に
入
る
と
、
新
法
の
適
用
を
経
て
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
の
裁
判
権
は
従
士
以
外
の
直
接
対
面
関
係
を
持
た
な
い
社

会
層
に
対
し
て
も
拡
大
・
強
化
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
一
方
で
、
仲
裁
・
和
解
を
内
包
す
る
血
讐
の
慣
行
は
、
復
讐
殺
人
の
禁
止
が
法
規
定
中
に

明
示
さ
れ
た
後
に
も
存
続
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
一
三
世
紀
と
い
う
時
期
は
、
王
権
受
容
を
も
そ
の
構
成
要
素
の
ひ
と
つ
と
す
る
、
司
法
の
在

り
方
の
緩
や
か
な
変
容
過
程
と
捉
え
う
る
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
本
稿
の
考
察
は
、
あ
く
ま
で
一
時
期
の
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
内
部
の
平
和
維
持
と
い
う
局
面
に
限
定
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
一

三
世
紀
末
に
向
か
い
、
成
文
法
の
導
入
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
統
治
を
担
う
官
職
の
ポ
ス
ト
、
徴
兵
等
を
争
点
と
し
て
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
の
理
念
と

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
住
民
の
慣
習
と
の
齪
鱈
は
、
徐
々
に
顕
在
化
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
ら
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
と
い
う
選
択
が
も
た
ら
し
た
も
の
の
帰
趨

に
つ
い
て
は
、
今
後
の
重
要
な
課
題
と
な
る
。

　
さ
ら
に
、
同
時
期
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
宮
廷
に
お
い
て
は
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
自
身
も
構
成
員
と
し
て
行
政
の
一
角
を
担
い
、
法
編
纂
に
も
大
き

く
関
与
し
て
い
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
が
直
接
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
を
訪
れ
る
こ
と
も
な
い
。
そ
の
た
め
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
権
と
ア

イ
ス
ラ
ン
ド
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
る
に
は
、
そ
の
媒
介
と
な
る
彼
ら
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
従
士
の
役
割
、
王
と
の
関
係
を
詳
細
に
た

ど
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
＝
二
世
紀
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
は
、
南
は
マ
ン
島
か
ら
北
は
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
に
及
ぶ
北
大
西
洋
一
帯
に
、
一
時

的
に
せ
よ
雑
税
を
認
め
さ
せ
て
い
た
。
そ
の
領
域
は
「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
支
配
圏
」
客
。
お
σ
q
ω
＜
Φ
鉦
象
と
呼
ば
れ
、
近
年
開
拓
の
進
む
研
究
分
野

　
　
①

で
あ
る
。
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
社
会
変
化
は
そ
の
広
域
的
枠
組
み
の
中
で
、
異
な
る
経
緯
を
持
つ
他
の
貢
税
地
と
比
し
て
特
異
な
様
相
を
呈
す
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

　
以
上
の
よ
う
な
長
期
的
・
広
域
的
視
野
に
照
ら
せ
ば
、
中
世
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
お
か
れ
た
状
況
は
、
決
し
て
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
か
ら
隔
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一三世紀アイスランドにおける平和維持（松本）

絶
さ
れ
た
特
殊
例
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
政
治
的
中
心
と
し
て
の
王
権
と
周
辺
社
会
と
の
相
互
交
渉
と
い
っ
た
普
遍
的
現
象
の
一
形
態
と
も
み

な
せ
る
。
＝
二
世
紀
は
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
に
お
い
て
も
、
君
主
権
力
の
拡
大
と
そ
れ
に
伴
う
＝
兀
的
な
法
秩
序
・
統
治
理
念
の
整
備
が

進
め
ら
れ
た
時
期
に
あ
た
る
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
上
か
ら
の
一
方
的
な
政
策
で
も
直
線
的
な
発
展
で
も
な
く
、
一
進
一
退
を
繰
り
返
す
、
周

辺
社
会
と
の
衝
突
を
も
含
む
相
互
交
渉
の
結
果
で
あ
っ
た
。
交
渉
の
様
相
は
地
域
・
時
期
ご
と
に
異
な
る
が
、
そ
れ
が
中
世
社
会
の
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
に
直
結
す
る
問
題
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
本
稿
で
分
析
を
試
み
た
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
権
と
の
関
係
も
、
そ
の
よ
う

な
文
脈
上
に
お
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
王
権
受
容
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
権
の
拡
大
で
あ
る
と
同
時
に
、
か
つ

て
そ
の
地
を
離
れ
た
人
々
の
形
成
し
た
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
と
い
う
社
会
の
内
的
変
容
の
一
コ
マ
で
も
あ
る
。

　
そ
し
て
、
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
三
世
紀
は
大
量
の
サ
ガ
を
生
み
出
し
た
時
期
で
も
あ
り
、
そ
こ
に
は
内
乱
か
ら
王
権
受
容
と
い
う

社
会
変
化
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
映
し
込
ま
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
確
か
に
、
他
類
型
の
歴
史
史
料
に
乏
し
く
、
・
王
要
史
料
が
サ
ガ
と
い

う
「
物
語
」
で
あ
る
と
い
う
点
は
、
一
見
す
る
と
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
史
の
抱
え
る
ハ
ン
デ
と
も
捉
え
う
る
。
し
か
し
サ
ガ
は
、
社
会
状
況
を
生

き
生
き
と
描
写
す
る
「
物
語
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
王
権
と
の
相
互
交
渉
の
様
子
を
具
体
的
に
再
構
成
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
書
き
、
語

り
継
い
だ
人
々
の
意
識
の
在
り
方
に
ま
で
踏
み
込
め
る
可
能
性
を
提
供
す
る
。
そ
れ
は
、
サ
ガ
と
い
う
「
史
料
」
を
有
す
中
世
ア
イ
ス
ラ
ン
ド

史
の
、
重
要
な
課
題
か
つ
利
点
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
他
日
を
期
し
た
い
。

①
　
　
「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
支
配
圏
」
へ
の
関
心
の
高
ま
り
は
、
例
え
ば
ク
ヌ
ー
ト
・
ヘ

　
ッ
レ
、
ス
タ
イ
ナ
ル
・
イ
ム
セ
ン
な
ど
、
国
制
史
の
大
家
と
い
え
る
ノ
ル
ウ
ェ
ー

　
史
家
の
関
心
が
近
年
北
大
西
洋
に
向
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
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of　Qin　dynasty　can　correculy　be　caNed　a　policy　of　the　“standardization　of　iuitten

characters．”

　　What　then　are　the　points　of　similarity　and　di£ference　between　the　Wamhg－

States－period　phrases　shu　tong　wen　（writing　matches　the　text）　and　shu　tong　ming

（writing　matches　the　narne）　and　the　Qin　dynasty　policy　of　standardizing　written

chairacters？　First，　they　are　similar　in　that　both　aimed　at　standardization　of　the

writteR　scribal　language．　The　difference　was　that　in　contrast　to　the　earlier　tenms

which　indicated　the　“de－facto　standard，”　a　recognition　of　reality，　the　latter　was　the

stipulation　of　a　“de－jure　standard”　that　was　to　be　enforced　by　political　authorky．

On　the　basis　of　this　difference，　the　Qin　dynasty　policy　of　the　standarclization　of

written　characters　was　the　visuatization　of　the　rule　of　Qin　dynasty　itseif，　and　the

control　of　the　routes　by　which　information　fiowed　by　standardization　of　the　written

language　was　an　important　element　supporting　the　rule　of　the　Qin　empire．

　　　　　　　　　Peacemaking　in　13th－Century　lceland：

A　Consideration　．of　the　Submission　to　Norwegian　Kingship

by

MATSUMoTo　Sayaka

　　IcelaRd　was　setded　mainly　by　Norwegian　Vikings　in　the　period　c．870－c．930．

Towards　tlie　end　of　tliis　period，　settlers　established　laws　and　an　assembly　system．

They　kept　lceland’s　‘independent’　status　until　1262／64，　at　which　time　lcelanders

swore　to　pay　tribute　and　submit　to　the　king　in　Norway．　Subsequently，　the　country

was　under　foreigri　rule　until　the　foundation　of　the　republic　in　1944．　in　the　19th　and

early　20th　centuries，　under　the　血且uence　of鋤e　strug91e　fbr　辻Ldependence，　the

society　that　had　existed　during　the　period　c．930－1262　began　to　be　called　Pl’o’Oveldi，

usually　translated　as　‘the　Commonwealth’　or　‘the　Free　State’．　lt　was　thought　of　as

a　‘cornmonweakh’　composed　of　free　farmers，　who　refused　the　rule　of　any　king．

S血ce鋤en，　the　lcelandic　Cornmonweai出Period　has　been　praised　as　a　golden　age，

while　the　period　under　foreign　rule　was　thought　of　as　an　lcelandic　dark　age．　There

was　a　tendency　to　revise　such　a　nationalistic　view　in　the　1970s　as　the　Sagas

（prose　stories　written　in　Old　Norse　in　tke　12th－14th　centuries）　began　to　be　re－

evaluated　as　historical　sources，　but　little　attention　has　been　paid　to　the　period

（780）



after　the　year　1262／64．

　　Given　this　historiography，　we　should　pay　more　attention　to　the　period　after　the

submission，　as　an　examination　of　the　period面ght　reveal　the　uniqueness　of重he

Icelandic　Commonwealth　and　its　relationship　with　the　monarchy　more　clearly．　ln

this　paper，　1　try　to　throw　new　light　on　the　changes　and　continuities　under　the

Norwegian　monarchy．　For　this　puxpose，　1　focus　on　peacemaking　and　power

throughout　the　13th　century，　because，　in　spite　of　a｝arge　stock　of　knowledge　about

peacemaking　in　the　Commonweaith　period，　we　know　very　little　about　it　thereafter．

　　The　American　anthropological　school　has　made　valuable　contributions　since

1980s　in　understandmg　the　lcelandic　peacemaking　system．　They　clarified　the

mechanism　of　peacemaking　through　blood－feuds　（mutual　vengeaRce）　from　the

Sagas　and　presented　a　new　image　of　society　based　on　it．　This　now　serves　as　the

model　for　the　lcelandic　blood－feud．　Sagas　about　the　period　of　internal　struggle，　i．e．

the　Sturlung　Age　（c．1220－1262），　however，　often　depict　exceptions　to　the　model．

Accordingly，　many　scholars　have　thought　that　the　peacemaking　system　based　on

the　blood－feud　had　broken　down　by　the　Sturlung　Age，　and　the　breakdown　conse－

quently　led　to　the　collapse　of　the　lcelandic　Commonwealth．

　　Nthough　lcelandic　chieftains　were　closely　connected　with　the　King　in　the　13th

century，　their　power　was　stM　based　on　the　consent　of　the　famers，　and　farmers

expected　their　chieftains　to　controi　blood－feuds　to　keep　the　peace．　On　the　other

hand，　the　Norwegian　King　had　a　certain　judicial　infiuence　on　the　lcelanders，　mainly

through　the　relationship　with　his　retainers．　lcelaRdic　retainers　thought　of　ttie　king

as　an　arbitrator　or　peacemaker　among　them．　Farmers　also　recognized　the　author－

ity　of　the　1〈ing，　and　the　decision　for　submissjon　was　made　with　their　accord．

Therefore　it　could　be　said　that　lcelandic　farmers　selected　the　king　as　their　peace－

maker，　instead　of　chieftains　who　had　lost　the　power　to　make　peace．

　　Few　studies　have　been　made　about　lcelandic　society　under　the　monarchy．　Some

｝egal　historians，　however，　have　studied　the　new　laws　that．accompanied　the　consti－

tutional　changes　brought　about　by　the　king　and　believe　that　1arge－scale　conflicts

and　blood－feuds　decreased　after　the　submission．　This　was　because　the　new　laws

contained　articles　forbidding　blood－feuds，　refiecting　the　political　ideals　of　the

Norwegian　court．

　　However，　a　survey　of　the　confiicts　and　their　resolution　under　the　monarchy

through　Contemporary　Sagas　points　out　that　revenge　was　still　the　custom　of　lce－

landers　even　in　that　period．　As　a　result　of　new　laws　and　adrninistration，　the　king

meanwhile　expanded　his　judicial血ffuence　to　Icelandic　famlers　without　the㎞ta－

tions　of　a　face－to－face　relationship　that　he　would　maintain　with　a　retainer．

　　To　sum　up，　the　Kings　of　Norway　had　influence　on　peacemakmg　in　lceland　be一
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fore　the　contracts　of　submission　and　gradually　expanded　this　power　and　authority

towards　the　end　of　13th　century．　Even　so，　the　process　does　not　appear　to　have

been　an　entirely　one－sided　initiative　on　the　part　of　the　monaychy，　but　was　also　the

result　of　selection　by　lcelanders　themselves．　Accordingly，　．we　can　consider　the

situation　of　13th　century　lceland　as　developing　through　interaction　with　the

Norwegian　monarchy，　．　and　’inherent　within　the　shift　toward　submission　was　a　grad－

ual　transformation　in　the　peacemaking　system．

　　　　　　On　the　State　of　Local　Educational　Adrninistration　in

　　　　　　　　　　　　Changsha，　Hunan　during　the　Late　Qing：

　　　　　　　　With　a　Special　Focus　on　the　Opposition　between

Comrnissioner　of　Education　Wu　Qingchi　and　Educational　Reformers

by

MlyAHARA　Yoshiaki

　　This　article　is　an　attempt　to　clarify　the　special　character　of　the　modernization　of

Chinese　education　by　taking　Changsha　in　Hunan　as　the　object　of　study　and　examin－

ing　the　opposition　of　the　governor官and　gentry紳over　local　educationai　adrninis－

trative　policy　in　the　years　between　1906　and　1909　（from　the　32nd　year　of　the

Guangxu細密era　to　the趾st　year　of　Xu㎝tong錦町era．）

　　The　fUndamental　stance　of　Wu　Qingchi呉慶壕，the　educational　co㎜オssioner

提学使in　Hunan　was．groumded　in　ConfUcian　ethics　with　the　airn　of　faithfully　main－

taining　the　Qing　system。　Wu　Qingchi　appointed　the　refo㎜ists　Tan　Yankai言翠延闘

and　Zeng　Xi曾煕and　the　conservadves　Zhao　Q血趙啓森and　Feng　Xken凋錫仁

to　the　proVincial　ofice　of　education学務公所as　proVincial　educational　adVisors議

紳horder　to　broa（lly　reflect　the　range　of　opinions　of　the　peop重e　of　Hunan　on　edu－

cational　a（lministrative　policy．　In　addition，　he　appointed　Wang）9anqian王先謙，　a

conservative　member　of　the　gentry　who　had　great　influence　oR　the　Hunan　gentry，

chief　advisor　g’kft　of　provincial　education　in　order　to　rein　in　the　refomists．　Armed

with　this　array　of　othcials　in　the　provincial　ofuce，　Wu　Qingchi　strengtheRed　his

management　of　the　public　and　private　schools　of　the　province．

　　The　educational　refomists　were　conscious　of　the　problem　that　their　opinions

were　neither　refiected　in　the　decision　making　process　on　educational　policy　nor　in
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